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刑
法
二
八
条
に
つ
い
て

中

島

広

樹

1

序

懲
役
・
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
仮
釈
放
（
拘
留
・
労
役
場
留
置
さ
れ
た
者
に
対
す
る
仮
釈
放
は
「
仮
出
場
」
と
し
て
刑
法
三
〇
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
）
を
規
定
す
る
刑
法
二
八
条
（
平
成
一
七
年
改
正
前
は
「
仮
出
獄
」
と
標
題
さ
れ
て
い
た
）
は
、「
懲
役
ま
た
は
禁
錮

に
処
せ
ら
れ
た
者
に
改
悛
の
状
が
あ
る
と
き
は
、
有
期
刑
に
つ
い
て
は
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
を
、
無
期
刑
に
つ
い
て
は
十
年
を
経
過
し

た
後
、
行
政
官
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
仮
に
釈
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
仮
釈
放
の
規
定
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

（G
ustave

É
m
ile
B
oissonade

de
Fontarabie,

1825

―1910

）の
起
草
し
た
旧
刑
法
第
五
三
条
に
も
規
定
さ
れ
て
い（
1
）た。
す
な
わ
ち
、

1

序

2

原
胤
昭
と
宮
城
長
五
郎
と
の
対
話
（
大
正
一
一
年
）

を
手
掛
か
り
に

3

旧
刑
法
時
代

4

現
行
刑
法

5

結
語
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旧
刑
法
五
三
条
一
項
は
「
重
罪
軽
罪
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
者
獄
則
ヲ
遵
守
シ
悛
改
ノ
状
ア
ル
時
ハ
其
刑
期
四
分
ノ
三
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
行

政
ノ
処
分
ヲ
以
テ
仮
ニ
出
獄
ヲ
許
ス
ヿ
ヲ
得
」
と
定
め
て
い（
2
）た。）

理
論
的
に
は
こ
の
場
合
、
例
え
ば
殺
人
の
行
為
者
は
、
人
の
生
命
と
い
う
法
益
を
侵
害
し
た
行
為
に
対
し
て
す
で
に
行
為
責
任
が
発
生

し
て
お
り
、
そ
の
行
為
責
任
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
例
え
ば
一
〇
年
の
懲
役
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
裁
判
所
に
よ
る
刑
の
宣

告
後
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
行
為
責
任
に
対
応
す
る
刑
罰
量
が
減
少
す
る
と
い
う
の
は
、
不
可
解
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
責

任
は
、
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
刑
罰
を
社
会
防
衛
的
観
点
か
ら
の
刑
法
の
重
罰
化
を
さ
え
ぎ
る
べ
く
限
定
的
に
機
能
す
る

だ
け
で
あ
り
、
成
立
し
た
刑
罰
を
改
悛
の
状
と
い
う
行
刑
効
果
と
し
て
の
改
善
に
よ
る
受
刑
者
の
社
会
的
な
危
険
性
の
減
少
と
い
う
特
別

予
防
の
観
点
か
ら
、
行
刑
政
策
的
方
向
か
ら
刑
を
軽
く
す
る
と
い
う
論
理
は
可
能
で
あ
ろ（
3
）う。
確
か
に
実
務
の
現
状
に
お
い
て
、「
改
悛

の
状
あ
る
と
き
」
と
は
、
受
刑
者
が
前
の
犯
罪
に
つ
い
て
悔
悟
し
た
結
果
、
再
犯
の
虞
が
な
い
と
み
ら
れ
る
状
態
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
を

指
す
、
と
さ
れ
て
い（
4
）るが
、
本
稿
で
は
、
仮
で
あ
れ
、
満
期
で
あ
れ
、
出
獄
者
に
「
改
悛
の
状
な
い
し
悛
改
の
状
」
と
い
う
要
件
が
求
め

ら
れ
る
根
拠
等
の
問
題
を
探
り
た
い
と
思（
5
）う。

2

原
胤
昭
と
宮
城
長
五
郎
と
の
対
話
（
大
正
一
一
年
）
を
手
掛
か
り
に

原
胤
昭
（
一
八
五
三
―
一
九
四
二
）
は
、
わ
が
国
の
「
更
生
保
護
の
父
」
と
よ
ば
れ
る
人
物
で
あ
り
、
日
本
の
刑
事
政
策
の
歴
史
を
ふ

り
か
え
る
と
き
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ（
6
）る。
ま
た
、
宮
城
長
五
郎
（
一
八
七
八
―
一
九
四
二
）
は
、
日
本
の
検
察
官
・

政
治
家
で
あ
り
、「
日
本
の
更
生
保
護
の
先
達
」
と
称
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る（
7
）が、
大
正
一
一
年
に
、
宮
城
長
五
郎
が
司
法
省
保
護
課
長

に
任
じ
ら
れ
、
保
護
事
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
更
生
保
護
事
業
の
民
間
の
篤
志
家
的
実
践
家
と
し
て
知
ら
れ
た
原
は
、
司
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法
省
を
訪
れ
、
宮
城
に
向
か
っ
て
「
私
は
、
東
京
保
護
会
と
い
う
出
獄
人
（
原
胤
昭
の
保
護
し
た
出
獄
者
と
い
う
の
は
、
79
頁
で
記
述
す

る
と
お
り
、
当
時
の
仮
釈
放
者
の
少
な
さ
か
ら
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
満
期
釈
放
者
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）
の
た
め
の
保
護
会

を
や
っ
て
お
る
者
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
司
法
省
は
、
出
獄
人
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
だ
れ
か
れ
の
区
別
な
く
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
私
は
こ
れ
ま
で
司
法
省
に
あ
ま
り
出
向
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
本
日
は
久
し
ぶ

り
で
司
法
省
の
門
を
く
ぐ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
語
り
、
さ
ら
に
、「
宮
城
様
が
一
切
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
保
護
事
業
を
お
や
り

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
新
聞
記
事
で
知
り
ま
し
て
、
刑
余
者
の
身
を
案
じ
る
余
り
、
司
法
省
が
保
護
事
業
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を

も
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
を
知
り
た
い
が
た
め
に
お
訪
ね
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
初
対
面
の
挨
拶
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
宮
城
は

「
わ
た
く
し
は
、
初
め
て
保
護
事
業
に
手
を
染
め
る
の
で
、
保
護
事
業
の
本
質
は
慈
善
活
動
的
社
会
事
業
で
は
な
く
、
刑
事
政
策
的
社
会

事
業
だ
か
ら
、
刑
事
政
策
に
基
づ
い
て
事
業
が
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
ど
ん

な
具
合
に
や
っ
て
行
く
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
向
判
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
遠
慮
な
く
そ
れ
ら
の
點
を
お
話
し
て
い

た
だ
き
お
し
え
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。」
と
応
じ
て
、
二
人
の
希
代
の
保
護
事
業
者
が
劇
的
な
対
面
を
果
た
し
た
と
き
、
両
者
の
間
に

交
さ
れ
た
対
話
の
内
容
か
ら
、「
改
悛
の
状
」
の
内
容
を
知
る
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

原
は
、
自
分
の
保
護
活
動
は
、
司
法
省
の
望
む
と
こ
ろ
と
は
違
っ
て
い
る
と
断
っ
た
う
え
、
宮
城
の
求
め
に
応
じ
て
原
流
の
更
生
保
護

方
法
を
説
明
し
た
。
以
下
に
そ
の
と
き
の
原
の
語
っ
た
内
容
を
宮
城
の
論（
8
）稿か
ら
抜
き
書
き
し
て
示
そ
う
。

『
原
「
私
が
實
行
し
て
い
る
保
護
事
業
は
、
司
法
省
の
方
針
と
は
違
っ
て
い
る
の
で
参
考
に
は
な
り
ま
す
ま
い
が
。」

宮
城
「
ど
う
云
ふ
と
こ
ろ
が
違
っ
て
ゐ
る
の
で
す
か
。」

原
「
司
法
省
で
は
官
制
に
『
出
獄
人
保
護
事
業
』
と
規
定
し
て
あ
る
そ
の
文
字
通
り
、
出
獄
人
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
、
誰
彼
の
區
別

な
く
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
私
は
殊
更
出
獄
人
に
區
別
を
立
て
保
護
の
仕
甲
斐
の
あ
る
者
は
、
こ
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れ
を
保
護
し
、
保
護
す
る
の
甲
斐
の
な
い
者
は
、
保
護
し
な
い
こ
と
に
し
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
」

宮
城
「
そ
の
保
護
の
仕
甲
斐
と
云
う
の
は
。」

原
「
私
が
暫
く
こ
こ
（
保
護
会
）
に
居
れ
、
そ
の
う
ち
よ
い
方
針
を
建
て
て
や
る
か
ら
と
（
出
獄
人
に
）
申
せ
ば
、
何
の
文
句
も
な

く
、
私
の
處
で
起
臥
し
、
國
本
へ
詫
び
を
し
て
や
る
か
ら
そ
れ
が
叶
っ
た
ら
、
帰
っ
て
手
助
け
を
せ
よ
と
申
せ
ば
、
そ
の
通
り
実
行

し
、
金
を
持
っ
て
出
歩
い
て
は
為
に
な
ら
ぬ
か
ら
預
け
て
置
け
、
必
要
な
と
き
に
は
渡
し
て
や
る
か
ら
、
と
申
せ
ば
、
作
業
賞
與
金

全
部
を
預
け
る
と
い
う
や
う
に
、
つ
ま
り
今
日
ま
で
の
私
の
生
活
體
驗
か
ら
割
出
し
て
、
こ
れ
が
最
も
適
切
な
方
法
だ
と
信
じ
た
私

の
言
葉
に
從
っ
て
來
る
者
は
、
保
護
の
仕
甲
斐
が
あ
る
と
申
し
て
よ
か
ら
う
か
と
存
じ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
に
は
随
分
、
私
を
手

古
趨
摺
ら
せ
る
者
も
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
ゝ
に
居
れ
と
申
せ
ば
、
早
く
仕
事
に
有
付
き
た
い
も
の
で
、
そ
れ
（
仕
事
が
決
ま
る
ま
で

の
期
間
）
も
永
い
こ
と
は
な
か
ら
う
か
ら
、
そ
の
間
（
保
護
会
で
は
な
く
）
木
賃
（
安
宿
）
に
居
り
ま
す
。
そ
う
永
い
こ
と
は
な
い

の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
居
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
私
が
諭
す
と
、（
保
護
会
に
は
）
他
に
も
世
話
に
な
っ
て
居
る
者
が
ゐ
る
よ
う
で

ご
迷
惑
だ
ら
う
か
ら
と
か
何
と
か
申
し
て
、
私
の
膝
下
を
離
れ
て
、
自
由
な
境
涯
に
居
ろ
う
と
す
る
者
、
國
元
へ
詫
び
を
し
て
や
る

な
ど
、
私
が
申
す
と
、
親
兄
弟
が
金
を
出
し
て
被
害
を
辯
償
し
て
呉
れ
れ
ば
、
自
分
は
こ
ん
な
身
體
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
親
兄

弟
が
け
ち
ん
坊
な
た
め
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
詫
は
さ
き
か
ら
云
ふ
て
来
る
が
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
詫
を
云
ふ
こ
と
は
や

め
て
、
唯
話
を
つ
け
る
こ
と
に
し
や
う
。
立
派
な
親
兄
弟
の
や
う
だ
か
ら
、
話
せ
ば
わ
か
る
こ
と
に
違
ひ
は
な
い
と
私
が
諭
し
て
も
、

捨
て
て
置
い
て
下
さ
い
、
こ
ゝ
で
辛
抱
す
る
か
ら
、
と
既
に
や
け
気
味
に
な
っ
て
ゐ
る
者
、
こ
う
云
ふ
や
う
な
者
は
折
角
世
話
し
て

も
永
続
き
は
し
ま
せ
ぬ
。
逃
げ
出
す
か
、
檢
擧
せ
ら
る
る
か
が
落
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
私
の
云
ふ
な
り
放
題
に
な
っ
て

ゐ
る
者
は
、
勿
論
再
犯
な
ど
は
し
ま
せ
ん
。
月
日
の
經
つ
と
共
に
益
々
立
派
に
な
っ
て
、
世
の
中
に
活
動
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
う
い
ふ

や
う
な
の
は
實
際
、
保
護
し
て
も
樂
み
で
、
世
の
た
め
、
本
人
の
た
め
、
保
護
の
仕
甲
斐
が
あ
る
と
云
は
れ
る
の
あ
り
ま
す
。
…
近
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頃
私
は
司
法
省
に
は
出
入
り
を
し
な
い
。
従
っ
て
監
獄
と
の
縁
は
切
れ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
面
か
ら
直
接
出
獄
人
は
参
り
ま
せ

ぬ
が
、
そ
れ
で
で
も
、
ど
こ
で
ど
う
聞
い
た
の
か
、
新
出
獄
人
が
身
の
振
り
方
の
相
談
に
尋
ね
て
ま
い
り
ま
す
。
尋
ね
て
來
る
や
う

な
者
の
中
で
も
、
再
犯
す
る
こ
と
の
判
り
き
っ
て
ゐ
る
悪
者
が
あ
り
ま
す
が
、
大
體
、
仕
甲
斐
の
あ
る
者
が
多
い
の
で
喜
ん
で
居
り

ま
す
。」

宮
城
「
す
る
と
、
原
さ
ん
の
実
行
し
て
い
る
事
業
は
出
獄
人
な
る
が
ゆ
え
に
保
護
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
刑
罰
を
執

行
さ
れ
、
そ
の
お
か
げ
で
改
悛
し
、
監
獄
を
出
て
き
た
も
の
の
出
獄
人
の
悲
し
さ
、
親
族
故
旧
は
構
っ
て
は
呉
れ
ず
、
身
を
寄
せ
る

と
こ
ろ
は
な
い
し
、職
に
就
く
こ
と
は
出
来
な
い
、賞
與
金
の
あ
る
間
は
生
活
に
不
安
は
な
い
が
、そ
れ
が
な
く
な
っ
て
心
細
く
な
っ

て
来
る
と
、
こ
う
な
る
の
は
自
分
も
悪
い
が
、
社
会
だ
っ
て
も
よ
く
は
な
い
。
改
悛
を
続
け
て
こ
の
ま
ま
餓
死
を
待
っ
て
い
る
の
は

愚
の
骨
頂
だ
。
一
つ
積
極
的
に
で
て
や
れ
と
て
、
自
暴
自
棄
の
極
、
再
度
罪
を
犯
す
や
う
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
保
護
し
て
身
の
立

つ
や
う
に
し
、
世
に
出
し
て
や
る
と
云
ふ
の
で
す
か
。」

原
「
全
く
そ
う
な
の
で
す
。
し
か
る
に
司
法
省
で
は
、
出
獄
人
が
折
角
門
を
叩
い
て
も
、
原
は
保
護
し
な
い
。
た
ま
に
保
護
し
た
か

と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
保
護
し
な
い
で
も
立
派
に
世
に
立
っ
て
行
け
る
や
う
な
者
ば
か
り
で
、
そ
れ
で
成
績
が
よ
い
と
云
ふ
て
ゐ
る
と

て
、
私
の
事
業
に
不
足
を
言
ふ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宮
城
さ
ん
は
、
今
度
一
切
の
保
護
事
業
を
憺
當
せ
ら
る
る
と
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
定
め
て
ご
抱
負
が
お
あ
り
で
あ
り
ま
し
や
う
。
保
護
し
て
も
駄
目
で
あ
る
こ
と
が
判
然
と
し
て
ゐ
る
者
で
も
、
再
犯
す

る
ま
で
は
と
辛
抱
し
て
保
護
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
か
、
そ
れ
と
も
保
護
の
見
込
み
の
立
つ
者
だ
け
保
護
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
か
。」

宮
城
「
刑
事
政
策
に
つ
い
て
は
、
外
國
に
色
々
の
議
論
が
あ
る
。
同
じ
國
の
學
者
の
間
で
も
違
ふ
議
論
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
國
を

異
に
す
れ
ば
議
論
が
違
っ
て
く
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
式
に
言
ふ
て
、
そ
の
根
本
は
勧
善
懲
悪
の
範
囲
を
出
な
い
と
思

ふ
。
慥
か
淮
南
子
（
紀
元
前
後
頃
編
纂
さ
れ
た
中
国
の
思
想
書
。
儒
家
・
道
家
・
法
家
・
陰
陽
家
の
思
想
を
交
え
て
書
か
れ
て
お
り
、
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一
般
に
雑
家
の
書
と
し
て
分
類
さ
れ
る
思
想
書
）
だ
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
一
人
を
賞
し
て
天
下
こ
れ
を
誉
め
、
一
人
を
罰
し
て
天

下
こ
れ
を
畏
る
と
云
ふ
て
い
る
が
、
天
下
の
人
心
が
動
き
出
す
や
う
に
賞
罰
を
運
用
し
て
、
勧
善
懲
悪
の
實
を
示
し
、
善
人
の
増
加
、

悪
人
の
減
少
を
期
す
る
こ
と
が
、
刑
事
政
策
の
中
心
と
な
っ
て
ゐ
る
思
想
で
あ
る
と
思
ふ
。
保
護
事
業
は
刑
事
政
策
に
立
脚
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
勧
善
懲
悪
の
道
に
叶
っ
て
實
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
余
者
な
り
と
も
、
改
悛
す
れ
ば
善
人
で
あ
る
。
宜
し
く
保
護
し
て
勧
善
の
實
を
示
す
が
よ
か
ら
う
。
改
悛
せ
ざ
る
者
は
依
然
と
し

て
悪
人
で
あ
る
か
ら
、
保
護
の
埒
外
に
立
た
せ
て
、
本
人
に
も
、
世
人
に
も
懲
悪
の
責
を
感
知
せ
し
む
る
が
よ
か
ら
う
。
出
獄
人
だ

か
ら
保
護
す
る
の
で
は
な
い
。
改
悛
し
て
善
人
と
な
っ
て
出
獄
し
た
か
ら
保
護
す
る
の
で
あ
る
。
出
獄
人
だ
か
ら
と
て
改
悛
し
な
い

者
ま
で
も
保
護
す
る
の
は
、
保
護
事
業
で
は
な
い
。
慈
善
救
済
事
業
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
出
獄
人
は
世
か
ら
指
弾
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ

の
た
め
保
護
し
な
け
れ
ば
再
犯
す
る
こ
と
が
早
い
、
一
日
二
日
な
り
と
も
再
犯
す
る
の
を
延
ば
せ
し
む
る
た
め
保
護
す
る
の
だ
と
か
、

唯
何
と
な
く
気
の
毒
で
あ
る
か
ら
保
護
す
る
の
だ
と
云
ふ
の
な
ら
、
そ
れ
は
慈
善
救
済
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
な
さ
で
も
が
な
の

慈
善
救
済
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
り
も
、
警
察
に
注
意
し
て
防
犯
に
關
す
る
行
政
警
察
の
発
動
を
求
む
る
の
が
早
道
で
よ

か
ら
う
。
…
出
獄
人
だ
か
ら
保
護
す
る
の
で
は
な
い
、
改
悛
し
て
出
獄
し
た
か
ら
保
護
す
る
の
で
あ
る
。
改
悛
し
な
い
出
獄
者
は
保

護
の
限
り
で
は
な
い
と
私
は
思
ふ
。」

原
「
私
の
保
護
事
業
が
生
き
て
き
ま
し
た
。
…
こ
れ
か
ら
、
ご
意
見
拝
聴
に
度
々
参
り
ま
す
。」』。

以
上
の
通
り
だ
が
、
二
人
の
対
話
か
ら
窺
知
さ
れ
る
こ
と
は
、
①
自
由
刑
の
目
的
は
、
受
刑
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
に
、
受
刑
者
に
改

悛
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
、
②
受
刑
者
に
は
、
行
刑
に
よ
り
、
改
悛
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
考
え
、
③
保
護

観
察
者
は
、
改
悛
の
情
の
あ
る
刑
余
者
の
社
会
復
帰
（
再
犯
防
止
）
の
た
め
徹
底
的
に
保
護
支
援
す
る
使
命
が
あ
り
、
刑
余
者
に
対
す
る

単
な
る
監
督
者
や
監
視
者
で
は
な
く
、
監
獄
内
に
お
け
る
矯
正
と
監
獄
外
の
更
生
保
護
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
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い
う
考
え
が
二
人
の
刑
事
政
策
観
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

原
と
宮
城
が
わ
が
国
の
刑
事
政
策
の
代
表
的
実
践
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
二
人
が
共
有
し
て
い
た
考
え
方
を
軸
に
し
て
「
改
悛
の
状
」
の
意
味
や
法
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
意
味
の

あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3

旧
刑
法
時
代

旧
刑
法
を
起
草
し
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
キ
リ
ス
ト
教（
9
）国で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
に
あ
る
新
約
聖
書
マ

タ
イ
に
よ
る
福
音
書
四
章
一
七
節
に
「
悔
い
改
め
よ
」
と
い
う
文
が
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
一
文
が
、
罪
の
改
悛
を
意
味

す
る
か
ど
う
か
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、「
改
悛
」
の
重
要
性
を
宮
城
長
五
郎
に
力
説
し
た
原
胤
昭
に
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い（
10
）る。
一
八
七
四
年
、
受
洗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
原
は
、
旧
大
垣
藩
主
の
一
族
で
あ
る
戸
田

欽
堂
（
一
八
五
〇
―
一
八
九
〇
）
と
と
も
に
日
本
初
の
キ
リ
ス
ト
教
書
出
版
社
と
さ
れ
る
「
耶
蘇
教
書
肆
十
字
屋
（
十
字
屋
書
店
）」を
銀

座
に
創
設
し
、
十
字
屋
前
の
路
傍
で
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
あ
る
夜
、
例
に
よ
っ
て
説
教
に
熱
が
入
り
、
大
声

で
「
悔
い
改
め
よ
、
し
か
ら
ば
救
わ
れ
ん
」
と
叫
び
な
が
ら
、
説
教
に
聞
き
入
る
群
集
の
ひ
と
り
の
見
知
ら
ぬ
男
の
前
に
た
ま
た
ま
右
手

に
把
持
し
て
い
た
聖
書
を
突
き
出
し
た
。

そ
の
男
は
、
実
は
土
蔵
破
り
の
常
習
犯
で
、
こ
れ
ま
で
検
挙
さ
れ
た
こ
と
も
処
罰
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
世
間
の
目
を
欺
き
続
け
、
今
夜

も
土
蔵
破
り
の
実
行
を
決
意
し
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
銀
座
を
徘
徊
す
る
う
ち
に
、
つ
い
原
の
説
教
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
男
は
聖
書
の
内
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容
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、「
悔
い
改
め
よ
、
し
か
ら
ば
救
わ
れ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
無
意
識
に
反
芻
す
る
う
ち
に
忽
然
と
悟
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
翌
朝
、
築
地
警
察
署
に
自
首
し
、
こ
れ
ま
で
犯
し
た
一
切
の
犯
行
を
自
白
し
た
の
で
、
石
川
島
監
獄
に
投
獄
さ
れ
た
。
他
方
、

意
図
す
る
こ
と
な
く
、
土
蔵
破
り
と
い
う
常
習
窃
盗
犯
を
改
悛
さ
せ
た
原
胤
昭
の
方
も
、
間
も
な
く
自
由
民
権
運
動
に
絡
む
行
動
が
原
因

で
出
版
条
例
・
新
聞
紙
条
例
違
反
に
問
わ
れ
、
や
は
り
奇
し
く
も
石
川
島
監
獄
に
収
監
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
例
の
土
蔵
破
り

男
に
再
会
し
た
原
は
、
十
字
屋
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
男
か
ら
聞
か
さ
れ
、
根
本
的
に
悪
人
か
ら
善
人
に
変
身
し
た
男
の
姿
を
見
て
、「
改

悛
」
の
重
要
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
牢
獄
に
つ
な
が
れ
た
囚
人
た
ち
が
、
件
の
土
蔵
破
り
男
を
含
め
て
、
憎
む
べ
き
者
た
ち
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
憐
れ
む
べ
き
人
々
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、
囚
人
た
ち
が
禽
獣
以
下
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
監
獄
で
の
囚
人
処
遇

を
改
良
し
、
応
報
厳
罰
主
義
か
ら
保
護
教
化
主
義
に
転
換
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
事
を
出
獄
後
、
旧
知

の
内
務
少
輔
土
方
久
元
（
ひ
じ
か
た

ひ
さ
も
と
一
八
三
三
―
一
九
一
八
）
に
監
獄
改
良
を
訴
え
る
「
監
獄
意
見
書
」
と
し
て
提
出
し
た

の
だ
っ（
11
）た。

ち
な
み
に
、
原
の
意
見
書
は
明
治
一
七
年
、「
兵
庫
仮
留
監
典
獄
」
を
申
し
つ
け
ら
れ
た
内
務
省
監
獄
局
事
務
取
扱
の
坂
部
寔
（
さ
か

べ

ま
こ
と

一
八
二
八
―
一
九
〇
〇
）
の
目
に
も
と
ま
り
、
仮
留
監
の
教
誨
師
を
任
さ
れ
神
戸
に
赴
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の
縁
で
、
わ

が
国
初
の
感
化
院
（
池
上
感
化
院
）
を
独
力
で
創
設
し
、
後
年
「
少
年
感
化
の
母
」
と
称
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
池
上
雪
枝
（
一
八
二
六

―
一
八
九
一
）
と
知
り
合
い
に
な（
12
）る。

も
と
も
と
、
わ
が
国
に
も「
不
教
而
殺
、
謂
之
虐
、
不
戒
視
成
、
謂
之
暴
」（
堯
曰
編
第
二
十
・（
13
）二）「
過
則
勿
憚
改
」（
学
而
編
第
一
・

八
、
子
罕
編
第
九
・
二
十（
14
）四）
い
う
論
語
の
言
葉
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、「
教
化
と
改
悛
」
を
重
要
視
す
る
モ
ラ
ル
は
、
少
な
く
と
も

心
あ
る
為
政
者
に
は
、
拳
拳
服
膺
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ（
15
）る。

旧
刑
法
時
代
に
は
、
仮
出
獄
の
目
的
が
一
定
期
間
服
役
し
た
「
受
刑
者
を
改
過
遷
善
に
誘
導
す
る
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
、
か
つ
仮
出
獄



195 刑法二八条について

と
い
う
も
の
が
、
獄
舎
の
生
活
よ
り
通
常
の
生
活
に
移
る
た
め
の
予
備
段
階
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
出
獄
に
は
入
獄
以
前
の
よ
う
な
「
放

逸
無
頼
」
を
矯
正
し
制
度
目
的
た
る
改
過
遷
善
を
漸
進
的
に
実
現
し
よ
う
と
い
う
政
策
的
展
望
が
あ
り
、「
改
悛
の
状
」
は
、
社
会
で
の

改
過
遷
善
ひ
い
て
は
出
獄
者
の
社
会
復
帰
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
要
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

古
賀
簾
造
（
一
八
五
八
―
一
九
四
二
）
も
「
犯
人
未
タ
簾
耻
ト
慈
愛
ノ
二
良
心
ヲ
失
ハ
サ
ラ
ン
カ
、
犯
罪
ノ
結
果
大
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、

ソ
ノ
危
害
甚
タ
小
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
深
ク
憂
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
説
い
て
刑
罰
の
目
的
は
そ
の
犯
人
を
し
て
再
び
罪
を
犯
さ
せ

な
い
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
も
し
そ
の
犯
人
に
改
悛
の
見
込
み
が
あ
れ
ば
、
再
犯
の
危
険
性
は
小
さ
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
最
短
期
の
自
由
刑
で

よ
い
と
す（
16
）る。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
主
観
主
義
的
な
新
派
の
根
本
思
想
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い（
17
）る。「
改
悛
の
状
」
の
有
無
が
、
再
犯
の
危
険
性
の
存
否
の
判
断
基
準
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
旧
刑
法
の
起
草
者
で
あ
る
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
い
わ
ゆ
る
旧
派
（
古
典
学
派
）
と
同
傾
向
の
折
衷
主
義
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

犯
罪
を
社
会
的
害
悪
﹇
イ
ギ
リ
ス
功
利
主
義
者
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（John

Stuart
M
ill,
1806

―1873

）が
主
張
し
た
「
他
者
侵
害
原
理
」
に

由
来
す
る
目
的
主
義
を
基
礎
に
持
つ
と
思
わ
れ
る
﹈
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
悪
﹇
カ
ン
ト
（Im

m
anuel

K
ant,
1724

―1804

）的
な
「
人

格
主
義
」
に
基
づ
く
道
義
的
応
報
思
想
が
根
柢
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
﹈
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
カ
ン
ト
ほ
ど
道
徳
的
で
は
な
い
）
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
の
社
会
的
害
悪
性
が
大
き
く
て
も
行
為
後
の
改
悛
に
よ
り
犯
罪
者
の
道
徳
的
悪
性
が
小
さ
い
と
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
れ
ば
仮
出
獄
の
よ
う
な
刑
罰
上
の
恩
典
に
与
ら
せ
て
も
良
い
と
い
う
発
想
が
出
て
き
て
も
不
可
解
で
は
な
い
で
あ
ろ（
18
）う。
し
か
し
、

裁
判
所
の
宣
告
し
た
道
義
的
応
報
刑
の
範
囲
を
行
政
処
分
に
よ
っ
て
縮
小
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
場
合
の
仮
出
獄
の
取
り
扱
い
は
、

鄭
重
に
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の（
19
）は、
現
実
に
被
害
を
発
生
さ
せ
た
道
義
的
責
任
を
逓
減
・
消
滅
さ

せ
る
よ
う
な
、
道
義
的
功
績
や
道
徳
的
悪
性
の
減
少
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
古
賀
説
な
ど
か
ら
す
る
と
特
別
予
防
の
必
要
性
（
再
犯
の

危
険
性
）
減
少
を
も
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
道
義
的
功
績
や
道
徳
的
悪
性
の
減
少
が
な
け
れ
ば
、
道
義
的
応
報
刑
と
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し
て
は
不
十
分
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
刑
の
一
般
予
防
機
能
を
果
た
せ
な
い
と
い
う
憾
み
が
残
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
勝
本
勘
三
郎
（
一
八

六
七
―
一
九
二
三
）
は
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
「
単
ニ
改
悛
ノ
状
ア
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
セ
ス
更
ニ
刑
期
ノ
三
分
ノ
一
又
ハ
十
年
ヲ
経

過
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
所
以
ハ
當
該
官
庁
ニ
於
テ
犯
人
ニ
改
悛
ノ
状
ア
ル
ヤ
否
ヲ
知
ル
ニ
ハ
相
当
ノ
時
間
ヲ
要
シ
又
犯
人
ニ
於
テ
出
獄
ノ

後
能
ク
健
全
ナ
ル
自
由
ノ
生
活
を
遂
ケ
以
テ
再
犯
ニ
至
ラ
サ
ラ
ン
カ
爲
メ
ニ
ハ
適
当
ノ
時
間
内
監
獄
ノ
規
律
ニ
ヨ
リ
テ
十
分
ノ
準
備
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
処
刑
後
少
時
間
ニ
シ
テ
容
易
ニ
仮
出
獄
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
刑
罰
ノ
威
力
ヲ
減
殺
ス
ル
ノ
怖
ア
ル
ニ
因
ル
ナ

リ
」
と
一
般
予
防
・
特
別
予
防
、
責
任
・
予
防
の
そ
れ
ぞ
れ
双
方
の
観
点
か
ら
総
括
し
て
い（
20
）る。

4

現
行
刑
法

（
1
）
改
正
理
由

既
述
の
通
り
、
旧
刑
法
の
仮
出
獄
規
定
は
、
第
五
三
条
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
文
言
は
「
重
罪
軽
罪
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
者
獄

則
ヲ
謹
守
シ
悛
改
ノ
状
ア
ル
時
ハ
刑
期
四
分
ノ
三
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
行
政
ノ
処
分
ヲ
以
テ
仮
ニ
出
獄
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
。
無
期
徒
刑
ノ
囚

ハ
十
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
亦
同
ジ
。」
で
あ
っ
た
が
、
現
行
刑
法
の
仮
出
獄
（
仮
釈
放
）
規
定
は
、
周
知
の
よ
う
に
第
二
八
条
に
お
い

て
「
懲
役
又
ハ
禁
錮
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
改
悛
ノ
状
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
有
期
刑
ニ
付
テ
ハ
刑
期
三
分
ノ
一
無
期
刑
ニ
付
テ
ハ
十
年
ヲ
経
過

シ
タ
ル
後
行
政
官
庁
ノ
処
分
ヲ
以
テ
仮
ニ
出
獄
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
。」
と
改
正
規
定
が
置
か
れ
た
（
条
文
は
平
成
七
年
に
平
仮
名
表
記
に

改
め
ら
れ
た
）
が
、
改
正
理
由
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
条
ハ
現
行
法
第
五
三
条
ヲ
修
正
シ

タ
ル
規
定
ニ
シ
テ
、
現
行
法
ハ
獄
則
ヲ
謹
守
シ
悛
改
ノ
状
ア
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
爲
ス
ト
雖
モ
悛
改
ノ
状
ア
ル
者
ハ
畢
竟
獄
則
ヲ
遵
守
ス
可

キ
ヲ
以
テ
改
正
案
ハ
単
ニ
改
悛
ノ
状
ア
ル
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
要
件
ト
爲
シ
タ
リ
。」
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ま
ず
、
旧
刑
法
で
「
悛
改
の
状
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
現
行
刑
法
で
「
改
悛
の
状
」
と
改
め
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
意
味

は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
の
は
「
獄
則
ヲ
謹
守
シ
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
理
由
書
で
は
悛
改
で
あ
れ
、
改
悛

で
あ
れ
、
そ
れ
は
社
会
の
ル
ー
ル
を
よ
く
守
る
優
等
生
で
あ
る
こ
と
に
仮
釈
放
規
定
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理

由
書
で
説
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
四
〇
年
改
正
案
に
先
立
つ
明
治
三
四
年
刑
法
改
正
案
に
お
い
て
は
、
仮
出
獄
の

規
定
は
、
第
三
五
条
で
「
禁
錮
又
ハ
懲
役
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
更
ニ
重
罪
ヲ
犯
ス
虞
ナ
キ
ト
キ
ハ
有
期
刑
ニ
付
テ
ハ
其
刑
期
三
分
ノ
一
無

期
刑
ニ
付
テ
ハ
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
行
政
処
分
ヲ
以
テ
仮
ニ
出
獄
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
。」
と
「
改
悛
ノ
状
」
を
削
っ
て
規
定
さ
れ
て
お

り
、
重
罪
再
犯
の
虞
さ
え
（
い
わ
ば
、
特
に
不
良
で
な
け
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
獄
則
を
謹
守
す
る
よ
う
な
優
等
生
で
な
く
と
も
仮
出
獄
を
ゆ

る
し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
道
義
的
責
任
清
算
よ
り
も
再
犯
防
止
に
力
点
が
置
か
れ
た
と
思
し
き
規
定
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
）

な
け
れ
ば
、
仮
出
獄
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
（
続
く
明
治
三
五
年
改
正
案
で
は
、
再
び
三
五
条
で
改
悛
の
状
と
い
う
言
葉
が
現
れ
、
現

行
法
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の
条
文
と
な
っ（
21
）た）。

（
2
）
学
説

学
説
で
は
、「
受
刑
者
が
前
の
犯
罪
に
つ
い
て
、悔
悟
し
た
結
果
、再
犯
の
虞
が
な
い
と
み
ら
れ
る
状
態
に
い
た
っ
た
こ
と
等
を
さ
す
、」

と
い
う
責
任
と
予
防
を
綜
合
な
い
し
止
揚
し
た
よ
う
な
考
え
方
が
代
表
的
で
あ（
22
）る。

ま
た
、
仮
釈
放
及
び
保
護
観
察
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
四
九
法
務
省
令
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
、
す
な
わ
ち
①
悔
悟
の
情
、
②
更

生
の
意
欲
、
③
再
犯
の
お
そ
れ
、
④
社
会
の
感
情
を
綜
合
的
に
判
断
し
、
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
が
改
善
更
生
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
「
改
悛
の
状
」
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
も
あ（
23
）る。

あ
る
い
は
、「
改
悛
の
状
」
を
「
改
悛
の
心
」
と
完
全
に
主
観
化
し
て
解
釈
す
る
考
え
方
も
あ（
24
）る。
人
格
責
任
論
の
主
張
者
た
る
団
藤
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博
士
は
、
犯
罪
論
に
お
け
る
責
任
な
い
し
非
難
可
能
性
の
考
え
方
は
、
こ
こ
に
ま
で
同
じ
水
脈
を
引
い
て
い
る
、
と
さ
れ
、
改
悛
の
情（
心

理
的
事
実
）
で
は
な
く
、
改
悛
の
状
と
さ
れ
る
の
は
た
だ
ち
に
改
悛＝

改
善
で
は
な
く
、
改
悛
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
形
成
を
伴
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
ら
れ（
25
）る。

反
対
に
、
旧
刑
法
の
要
件
に
「
獄
則
を
謹
守
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
す
る
の
か
、「
刑
務
所
の
中
で
の
行
状
の
よ
い

者
に
対
し
て
褒
賞
と
し
て
仮
釈
放
が
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
基
本
的
な
仮
釈
放
観
か
ら
「
改
悛
の
状
」
と
は
、「
刑
務
所
の
中
で
の
行
状

の
よ
さ
」
と
い
う
客
観
的
性
格
の
も
の
と
解
す
る
立
場
も
あ（
26
）るが
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
改
悛
の
状
」
の
存
否
判
断
の
困
難
さ
は
夙
に
指

摘
さ
れ
て
い（
27
）る。

（
3
）
判
例

仮
釈
放
を
め
ぐ
る
「
改
悛
」
は
、
行
政
の
問
題
、
つ
ま
り
行
刑
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
が
、「
改
悛
」
の
よ
う
な
被

告
人
の
犯
罪
後
の
態
度
を
問
題
に
す
る
の
は
、
量
刑
の
問
題
で
あ
る
が
、
両
者
は
国
家
が
被
告
人
・
受
刑
者
に
対
し
て
寛
大
な
態
度
を
と

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
共
通
の
領
域
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
以
上
、
量
刑
に
お
け
る
「
改
悛
」
の
問
題
は
、
行
刑
に
も
影
響
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
刑
事
裁
判
で
は
、
悔
悟
に
よ
る
自
白
は
刑
罰
減
軽
的
事
由
と
さ
れ
る
が
、
否
認
は
刑
罰
加
重
的
事
由
と
さ
れ
る
な
ら（
28
）ば、

刑
務
所
に
お
い
て
被
告
人
が
冤
罪
を
主
張
し
て
再
審
請
求
を
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
改
悛
の
状
な
し
と
し
て
仮
釈
放
が
否
定
さ
れ
る
こ

と
も
あ
ろ
う
。

「
犯
罪
後
の
態
度
」
が
、
量
刑
（
宣
告
刑
の
形
成
）
に
不
利
益
に
影
響
す
る
具
体
的
事
例
と
し
て
は
、「
被
害
者
に
対
す
る
十
分
な
謝

罪
の
欠
如
」「
慰
謝
の
措
置
の
不
存（
29
）在」、「
主
観
的
正
義
を
理
由
と
す
る
刑
事
裁
判
へ
の
出
廷
拒
否
」「
訴
訟
指
揮
に
従
わ
な
か
っ
た
こ（
30
）と」、
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「
合
理
的
理
由
の
な
い
犯
行
の
否（
31
）認」
等
が
あ
げ
ら
れ（
32
）るが
、
黙
秘
権
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
の
行
使
が
犯
罪
の
成
否
と
無
関
係
で
あ
れ

ば
量
刑
上
不
利
益
に
考
慮
し
て
も
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
旨
の
判
示
を
な
す
も（
33
）のが
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い（
34
）る。

こ
れ
ら
の
判
例
に
は
、
社
会
通
念
と
も
ほ
ぼ
合
致
す
る
思
考
も
あ
る
と
は
い
え
、
犯
罪
後
に
お
け
る
被
疑
者
・
被
告
人
の
国
家
刑
事
司

法
に
対
す
る
反
抗
的
・
非
協
力
的
・
侮
蔑
的
態
度
を
と
き
に
は
憲
法
上
の
権
利
行
使
を
軽
視
し
て
ま
で
も
懲
ら
し
め
よ
う
と
す
る
司
法
の

権
威
主
義
的
姿
勢
も
う
か
が
わ
れ
る
。
も
し
、
権
力
の
側
に
「
お
上
に
逆
ら
う
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
倨
傲
な
気
持
ち
が
薄
く
て
も

広
が
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
行
政
権
が
受
刑
者
の
「
改
悛
の
状
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
「
粗
探
し
」
を
し
て
仮
釈
放
を
不
許
可
と
す
る
の
は

容
易
で
あ
ろ（
35
）う。

5

結
語

刑
法
二
八
条
の
「
改
悛
の
状
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
刑
法
二
八
条
自
体
の
問
題
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
①
自
由
刑
自
体
の
思
想
的

性
質
、
②
仮
釈
放
の
歴
史
的
・
法
的
性
質
、
③
仮
釈
放
と
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
保
護
観
察
の
法
的
性
格
等
の
諸
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る

の
で
、
最
後
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
一
応
の
結
論
に
た
ど
り
つ
き
た
い
。

①
自
由
刑
の
意
義

ま
ず
、
自
由
刑
の
目
的
で
あ
る
が
、
受
刑
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
に
、
受
刑
者
に
改
悛
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
考

え
は
、
自
由
刑
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
、
刑
罰
の
実
体
は
、
過
去
の
犯
罪
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
国
家
的
制
裁
・
苦
（
36
）痛
で
あ
り
（
応
報
刑
主
義

T
heorie

der
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V
ergeltungsstrafe

）、
刑
罰
の
歴
史
は
、
こ
の
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
い
が
、
他
方
、
刑
罰
は
苦
痛
で
は
な
く
、

教
育
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
特
に
リ
ー
プ
マ
ン
（M

oritz
liepm

ann,
1869

―1928

）ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
牧
野
英
一

（
一
八
七
八
―
一
九
七
〇
）
等
の
支
持
を
得
た
考
え
方
が
あ
り
（
教
育
刑
主
義

E
rziehungsstrafe

）、
応
報
刑
か
、
教
育
刑
か
と
い
う

論
争
を
生
み
だ
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ（
37
）る。
そ
し
て
、
こ
の
刑
罰
は
、
個
人
・
社
会
・
国
家
の
安
全
の
た
め
、
必
要
と
さ
れ
る
こ

と
は
社
会
契
約
説
的
見
地
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Paul
Johann

A
nselm

v.
Feuerbach,

1775

―1833

）
等
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
、

刑
罰
は
犯
罪
人
に
応
報
的
な
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
予
防
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
犯
罪
者
の
改
善
・
教
育
を

計
ろ
う
と
す
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま（
38
）い。
近
代
学
派
は
、
初
め
か
ら
刑
罰
を
目
的
刑
と
し
て
把
握
し
、
目
的
の
内
容
も
「
矯

正
及
び
社
会
復
帰
」
と
自
覚
的
に
考
え
、
た
と
え
ば
、
短
期
自
由
刑
は
応
報
刑
主
義
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
軽
い
責
任
に
均
衡
し
た
必
然

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
目
的
刑
の
立
場
か
ら
か
ら
は
、
改
善
・
教
育
効
果
は
不
十
分
だ
と
批
判
さ
れ
、
廃
止
す
べ
き
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と

と
な（
39
）るこ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
自
由
刑
の
目
的
は
、
受
刑
者
に
改
悛
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
」、
と
い
う
宮
城
・
原
の
考
え
は
、
自
由
刑
の
性

格
か
ら
み
て
、
妥
当
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

近
代
学
派
の
目
的
刑
論
（
矯
正
処
遇
論
）
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
（
触
法
行
為
者
）
に
行
為
に
つ
い
て
の
道
義
的
責
任
を
問
い
、
そ
の
自

覚
を
促
す
こ
と
が
、
そ
の
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
立
場
か
ら
も
、
改
悛
の
情
が
ま
ず
、
求
め
ら

れ
よ（
40
）う。
と
こ
ろ
で
、
犯
し
た
犯
罪
に
対
す
る
道
義
的
責
任
を
追
及
す
る
応
報
刑
主
義
か
ら
す
る
な
ら
ば
当
然
に
、
犯
人
が
、
犯
し
た
罪

に
対
し
て
主
観
面
に
お
い
て
は
真
摯
な
悔
悟
を
為
す
こ
と
を
求
め
る
は
ず
で
あ
り
、
小
泉
八
雲
の
名
作
短
編
「
停
車
場
に
て
」
に
描
か
れ

る
被
害
者
遺
族
の
前
で
、
身
も
世
も
な
く
号
泣
し
て
謝
罪
す
る
加
害
者
の
姿
こ
そ
応
報
刑
論
者
の
求
め
る
「
改
悛
の
状
」
で
は
な
い（
41
）か。

そ
し
て
や
は
り
、
水
上
勉
の
名
作
長
編
「
飢
餓
海（
42
）峡」
で
作
者
水
上
勉
は
、
主
人
公
の
殺
人
犯
・
犬
飼
太
吉
を
被
害
者
へ
の
弔
い
の
花
束
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と
と
も
に
、
青
函
連
絡
船
上
か
ら
身
投
げ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、「
殺
人
者
は
、
自
死
し
な
く
て
は
改
悛
謝
罪
に
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
る

か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
菊
池
寛
「
あ
る
抗
議（
43
）書」
に
至
っ
て
は
、
強
盗
殺
人
事
件
の
犯
人
が
狂
死
も
せ
ず
に
、
死
苦
も
な
く
信

仰
を
得
て
被
害
者
よ
り
も
幸
福
な
精
神
状
態
で
刑
死
し
た
こ
と
を
知
り
、
惨
殺
さ
れ
た
被
害
者
の
遺
族
が
、
司
法
大
臣
に
対
し
て
抗
議
書

を
送
り
、
死
刑
と
な
っ
た
犯
人
の
改
悛
や
改
過
遷
善
よ
り
も
犯
人
が
地
獄
の
苦
悩
・
苦
痛
を
味
わ
う
こ
と
を
願
い
続
け
る
も
の
で
、
も
は

や
応
報
刑
論
で
す
ら
な
く
、
単
な
る
復
讐
感
情
の
妄
執
に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
立
場
で
は
、
犯
人
が
改
悛
し
て
幸
福

に
な
る
類
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
被
害
者
（
遺
族
）
に
と
り
、
道
義
的
責
任
清
算
に
は
な
ら
ず
、
改
悛
に
よ
り
犯
人
が
苦
悩
を
深

め
る
こ
と
が
、
道
義
的
責
任
論
か
ら
は
求
め
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
か
た
き
討
ち
）。
し
か
し
、
純
理
論
的
に
は
、
犯
罪
者
に
は
犯

罪
に
対
す
る
悔
悟
の
情
を
要
求
す
る
の
が
、
応
報
刑
論
で
あ
ろ
う
が
、
法
と
人
倫
の
不
当
な
混
同
回
避
の
た
め
に
は
「
悔
悟
の
情
も
人
倫

的
義
務
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
法
益
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
法
的
情
操
の
確
立
」
と
い
う
形
で
求
め
ら
れ
る
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
る

ま（
44
）い。
応
報
刑
論
は
、
そ
の
後
刑
罰
の
道
義
的
性
格
を
薄
め
つ
つ
、
現
実
の
刑
罰
の
害
悪
性
と
副
作
用
に
着
目
し
て
、
特
別
予
防
に
拠
り

な
が
ら
、
こ
れ
を
人
権
保
障
に
よ
っ
て
制
約
し
よ
う
と
す
る
謙
抑
主
義
的
方
向
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
相
対
的
応
報
刑（
45
）論）。
具
体
的
に

は
、
佐
伯
博
士
の
次
の
よ
う
な
主
張
が
代
表
的
学
説
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
第
一
に
、
そ
の
道
義
感

・
責
任
感
に
訴
え
て
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
反
省
後
悔
さ
せ
、
健
全
な
社
会
人
と
し
て
の
更
生
を
決
意
さ
せ
よ
う
と
す（
46
）る。
こ
れ
を
、
要

す
る
に
刑
罰
の
特
別
予
防
作
用
と
い
う
。
つ
ま
り
、
犯
罪
性
の
軽
微
な
者
に
は
、
規
範
意
識
に
感
銘
を
与
え
て
改
悛
さ
せ
る
た
め
に
は
、

罰
金
刑
以
下
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
り
威
嚇
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
責
任
が
重
く
危
険
性
の
大
き
い
者
は
、
単
な
る

威
嚇
・
感
銘
で
は
改
悛
の
見
込
み
が
な
い
の
で
、
組
織
的
な
処
遇
に
よ
っ
て
行
為
者
の
社
会
復
帰
（
改
過
遷
善
）
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

改
善
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
改
善
の
た
め
の
処
遇
と
い
う
方
向
で
、
目
的
刑
論
は
存
続
し
て
い（
47
）る。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
改
善
処
遇

を
中
心
と
す
る
社
会
復
帰
思
想
の
実
現
を
め
ざ
す
矯
正
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
現
実
に
は
処
遇
に
値
す
る
治
療
も
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
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グ
も
充
実
し
た
ス
タ
ッ
フ
も
欠
如
し
、
処
遇
効
果
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
批
判
や
懐
疑
論
に
さ
ら
さ
れ
た
結
果
、
反
動
的
に
処
遇
思
想
を

否
定
し
た
応
報
思
想
の
復
活
（
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
モ
デ
ル
へ
の
転
換
）
を
生
み
出
し
た
が
、
日
本
の
行
刑
に
与
え
る
影
響
は
あ
ま
り
な
い
と

い
わ
れ（
48
）る。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
目
的
刑
論
（
改
善
処
遇
論
）
か
ら
も
相
対
的
応
報
刑
論
か
ら
も
、
今
日
、
特
別
予
防
の
必
要
性
は
否
定
さ
れ
ず
、
そ

の
実
現
の
最
初
の
階
梯
と
し
て
、
刑
罰
に
よ
る
受
刑
者
へ
の
改
悛
の
情
の
惹
起
は
自
由
刑
の
機
能
内
容
の
一
つ
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
と
い
え
よ
う
。

応
報
刑
論
で
は
、
刑
罰
に
固
有
の
道
義
的
感
銘
力
に
よ
る
改
悛
の
自
動
的
な
い
し
自
然
的
効
果
が
国
家
道
義
の
権
威
を
背
景
に
一
般
的

・
形
式
的
に
想
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
目
的
刑
論
か
ら
は
、
受
刑
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
対
す
る
医
学
・
心
理
学
・
教
育
学
・
社
会
学
等

の
科
学
的
方
法
に
よ
る
個
別
的
な
処
遇
に
よ
る
自
覚
的
な
社
会
復
帰
・
再
犯
防
止
が
個
別
的
に
試
み
ら
れ
、
そ
の
過
程
で
、
改
悛
の
情
の

発
生
効
果
も
期
待
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
贖
罪
意
識
を
も
つ
こ
と
は
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
望
ま
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
個
々
人
の
私
的
領
域
、

個
人
の
内
面
の
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
悔
悟
を
求
め
て
積
極
的
な
刑
罰
的
働
き
か
け
を
認
め
た
り
、
悔
悟
の
な
い
こ
と
を
さ
ら
に
重
い

処
遇
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い（
49
）る。

②
仮
釈
放
の
意
義

さ
て
、
本
稿
に
お
け
る
「
改
悛
の
状
」
と
い
う
概
念
は
、
刑
法
一
般
の
そ
れ
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
刑
法
二
八
条
の
条
文
内
の
文
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
内
容
は
、
ま
ず
、
仮
釈
放
と
の
関
係
に
即
し
て
考
え
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
そ
の
関
連
で
、
満
期
釈
放
者
と
の
関
係
で
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。）
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仮
釈
放
と
は
、
行
政
官
庁
の
決
定
に
よ
り
、
収
容
期
間
の
満
了
前
に
、
釈
放
者
に
一
定
の
条
件
を
付
け
て
（
そ
の
違
反
が
あ
っ
た
と
き

は
、仮
釈
放
の
処
分
を
取
り
消
し
、再
び
施
設
に
収
容
す
る
と
い
う
心
理
強
制
に
よ
っ
て
改
善
・
社
会
復
帰
を
図
り
犯
罪
を
予
防
す
べ
く
）

仮
に
釈
放
す
る
制
度
で
あ（
50
）り、
現
行
法
上
は
、
懲
役
監
・
禁
錮
監
か
ら
の
仮
釈
放
（
刑
法
二
八
条
）、
拘
留
場
・
労
役
場
か
ら
の
仮
出
場

（
取
り
消
し
の
な
い
終
局
的
処
分
）（
刑
法
三
〇
条
）、
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
（
少
年
院
法
一
三
五
条
、
一
三
六
条
）、
婦
人
補
導
院
か

ら
の
仮
退
院
（
売
春
防
止
法
二
五
条
）
の
四
種
類
が
あ（
51
）る。

（
ａ
）
外
国
に
お
け
る
仮
釈
放
の
沿
革

仮
釈
放
制
度
の
歴
史
は
古
く
、
わ
が
国
で
は
先
述
し
た
通
り
、
す
で
に
旧
刑
法
五
三
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
世
界
史
的
に

眺
め
る
と
、
裁
判
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
自
由
刑
の
執
行
を
、
そ
の
刑
期
終
了
前
に
仮
に
停
止
し
、
収
容
者
を
仮
に
釈
放
す
る
と
い
う

仮
釈
放
（Parole,

vorlaufige
E
ntlassung
）
は
、
一
八
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
流
刑
（T

ransportation

）

の
経
験
に
始
ま
る
と
い
わ
れ（
52
）る。

危
険
な
流
刑
者
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
東
方
一
〇
〇
〇
マ
イ
ル
の
孤
島
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
島
（N

orfork
Island

）
に
送
ら
れ
、
鎖

に
つ
な
が
れ
、
苛
酷
な
労
働
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
過
酷
な
刑
罰
に
反
発
す
る
受
刑
者
の
反
乱
を
抑
え
る
必
要
が
生
じ
、
一
七
九
一
年

に
い
た
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ル
ス
の
知
事
、
キ
ャ
プ
テ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
（A

·
Philip

）
が
、
こ
れ
ら
の

流
刑
者
に
条
件
付
恩
赦
の
一
形
式
と
し
て
、
流
刑
者
中
特
に
改
悛
の
状
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
刑
期
を
一
部
短
縮
す
る
仮
釈
放
免
許
状

（T
icket

of
leave

）
制
度
を
採
用
す
る
に
至
っ（
53
）た。

さ
ら
に
、
一
八
五
三
年
に
流
刑
制
度
に
代
わ
っ
て
制
定
さ
れ
た
強
制
労
働
法
（E

nglish
Penal

Servitude
A
ct

）
は
、
累
進
制
そ
の
も

の
を
自
由
刑
の
中
に
取
り
入
れ
、仮
釈
放
と
の
結
び
つ
き
を
強
化
し
た
が
、こ
れ
と
の
関
連
で
、ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
島
に
お
い
て
典
獄
で
あ
っ
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た
マ
コ
ノ
キ
ー
（A

lexannder
M
aconochie

「
受
刑
者
の
運
命
を
彼
の
手
の
中
に
お
こ
う
」
と
い
う
思
想
の
持（
54
）主）
が
創
設
し
た
点
数

制（m
ark
system

）お
よ
び
ク
ロ
フ
ト
ン（W

alter
C
rofton

（
55
））に
よ
る「
中
間
監
獄
制
」、
す
な
わ
ち「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
制（irish

system

）」

を
生
む
に
至
る
が
、
ク
ロ
フ
ト
ン
は
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
六
二
年
に
か
け
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
監
獄
局
長
を
つ
と
め
、
イ
ギ
リ
ス
で
認
め

ら
れ
て
い
た
独
居
拘
禁
、
雑
居
拘
禁
、
仮
釈
放
と
い
う
三
段
階
の
累
進
制
度
に
対
し
、
雑
居
拘
禁
と
仮
釈
放
の
間
に
中
間
的
段
階
と
し
て

半
自
由
的
拘
禁
を
設
け
る
と
い
う
創
造
的
思
考
を
発
揮
し（
56
）た。

そ
し
て
、
こ
の
制
度
は
一
八
五
三
年
以
来
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
監
獄
で
実
施
さ
れ
た
の
で
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
制
」
と
も
い
わ
れ
、
後
に

英
国
全
土
で
採
用
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
へ
も
伝
播
し（
57
）た。
米
国
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
制
の
仮
釈
放
は
、
最
初
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
、

一
八
六
九
年
に
導
入
さ
れ
、
一
八
七
七
年
に
エ
ル
マ
イ
ラ
少
年
院
（E

lm
ira
R
eform

atory

）
で
実
施
さ
れ（
58
）た。
こ
れ
が
、
米
国
に
お
け

る
パ
ロ
ー
ル
（Parole

仮
釈
放
）
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ（
59
）る。
そ
の
後
、
一
九
一
〇
年
に
は
連
邦
政
府
と
三
分
の
二
の
州
で
、

一
九
四
四
年
に
は
全
州
で
、
各
種
の
パ
ロ
ー
ル
制
が
採
用
さ
れ（
60
）た。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
、
一
八
六
二
年
に
ド
イ
ツ
の
ザ
ク
セ
ン
州
が
最
初
に
仮
釈
放
制
度
を
と
る
と
、
や
が
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に

伝
播
し
、
一
八
六
六
年
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
特
赦
に
よ
る
刑
期
短
縮
方
式
）、
一
八
六
八
年
、
ス
イ
ス
の
ア
ー
ル
ガ
ウ
州
、
一
八
七
三

年
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
一
八
八
一
年
、
オ
ラ
ン
ダ
、
一
八
八
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
、
一
八
八
八
年
、
ベ
ル
ギ
ー
が
次
々
と
仮
釈
放
制
度
を
採
用

し
、
日
本
も
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
の
監
獄
則
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
受
け
て
、
あ
る
程
度
の
累
進
制
と
仮
釈
放
を
確
立
し
て
い

た
が
、
事
実
上
実
施
さ
れ
な
か
っ（
61
）た。
す
な
わ
ち
、
仮
釈
放
の
起
源
は
、
理
論
的
に
演
繹
さ
れ
た
技
術
で
あ
る
よ
り
も
行
刑
の
実
際
的
経

験
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
よ（
62
）う。

（
ｂ
）
わ
が
国
に
お
け
る
仮
釈
放
制
度
の
沿
革

次
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
仮
釈
放
の
始
ま
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
年
）
の
旧
刑
法
（
二
章
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六
節
）
に
求
め
ら
れ
る
。
旧
刑
法
の
下
で
は
、
重
罪
・
軽
罪
受
刑
者
は
刑
期
の
四
分
の
三
、
無
期
徒
刑
者
は
一
五
年
を
経
過
し
た
後
、
仮

出
獄
を
認
め
ら
れ
、
警
察
の
特
別
監
視
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
五
三
条
、
五
五
条
）。
仮
出
獄
者
は
、
毎
週
一
回
の
警
察
へ

の
出
頭
義
務
、
酒
場
・
盛
り
場
へ
の
出
入
り
禁
止
、
他
府
県
へ
の
転
居
の
禁
止
な
ど
の
制
約
を
課
さ
れ（
63
）た。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
の
現
行
刑
法
は
、「
改
悛
の
状
」
あ
る
受
刑
者
を
長
期
収
容
す
る
こ
と
は
不
必
要
か

つ
有
害
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
有
期
刑
に
つ
い
て
は
刑
期
の
三
分
の（
64
）一、
無
期
刑
に
つ
い
て
は
一
〇
年
を
経
過
し
た
後
、
仮

釈
放
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、
仮
釈
放
は
き
わ
め
て
少
数
の
者
（
受
刑
者
の
数
％
）
に
恩
恵
的
措
置
と
し
て
適
用

さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ（
65
）た。
た
と
え
ば
、
昭
和
元
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
の
全
釈
放
者
に
占
め
る
仮
釈
放
者
の
比
率
（
仮
釈
放
率
）
は
、

約
五
％
の
低
さ
で
あ
り
、
し
か
も
釈
放
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ほ
と
ん
ど
受
刑
者
に
対
す
る
刑
務
所
長
の
印
象
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
仮
釈
放
後
の
社
会
復
帰
を
援
助
す
る
公
的
制
度
は
不
備
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
警
察
の
特
別
監
視
制
度
は
警
察
の
監
督
と
し
て
引
き

継
が
れ
、
旅
行
や
転
居
に
は
届
出
や
許
可
が
必
要
で
あ
っ（
66
）た。

昭
和
六
年
の
仮
釈
放
審
査
規
程
の
制
定
、
昭
和
八
年
の
行
刑
累
進
処
遇
令
（
仮
釈
放
と
累
進
制
度
と
の
結
合
を
図
る
）
制
定
等
に
よ
り

仮
釈
放
の
適
用
率
は
い
く
ぶ
ん
増
大
し
、
昭
和
八
年
か
ら
昭
和
一
八
年
に
か
け
て
、
仮
釈
放
率
は
一
〇
―
一
九
％
の
間
で
推
移（
67
）し、
戦
争

末
期
の
昭
和
一
九
年
に
は
、
軍
需
刑
務
作
業
に
従
事
し
、
行
状
良
好
な
者
に
は
、
就
業
二
日
を
三
日
に
換
算
す
る
な
ど
の
「
善
時
（good

tim
e

）
制
」（
パ
ロ
ー
ル
適
格
の
到
来
日
を
短
縮
し
た
り
、
満
期
日
以
前
の
必
要
的
仮
釈
放
日
を
設
定
す
る
も
の
）
を
追
加
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仮
釈
放
率
は
三
〇
％
を
超
え
る
こ
と
に
な
っ（
68
）た。

昭
和
二
四
年
の
犯
罪
者
予
防
更
生
法
の
制
定
は
、
警
察
監
視
を
廃
止
し
、
保
護
観
察
と
結
合
さ
れ
、
わ
が
国
の
仮
釈
放
制
度
を
大
き
く

変
化
さ
せ
、
同
年
の
仮
釈
放
率
は
約
八
〇
％
に
達
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
仮
釈
放
制
度
は
、
か
つ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
型

の
条
件
付
釈
放
方
式
か
ら
、
社
会
内
処
遇
と
し
て
の
保
護
観
察
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
型
の
パ
ロ
ー
ル
へ
と
形
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
大
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正
一
一
年
の
旧
少
年
法
お
よ
び
矯
正
院
法
制
定
以
後
、
そ
れ
ら
の
対
象
者
に
は
少
年
保
護
司
に
よ
る
保
護
観
察
が
行
わ
れ
た
が
、
新
法
で

は
、
成
人
も
少
年
も
法
務
省
の
保
護
局
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
と
保
護
観
察（
69
）所が
設
置
さ
れ
、
仮
釈

放
制
度
が
用
意
さ
れ
た
。

（
ｃ
）
仮
釈
放
の
法
的
性
質

仮
釈
放
は
、
刑
の
執
行
猶
予
と
異
な
り
、
古
く
か
ら
様
々
の
、
時
に
は
異
質
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

仮
釈
放
に
共
通
す
る
根
本
思
想
な
る
も
の
は
、
こ
の
制
度
の
発
達
史
か
ら
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
仮
釈
放
の
法
的
性
質
に
関
す
る
考
え

は
、
恩
恵
説
、
刑
の
執
行
の
一
形
態
説
、
刑
の
一
形
態
説
の
三
種
に
分
類
し
う（
70
）る。

（
ア
）

恩
恵
説

仮
釈
放
に
関
す
る
古
典
的
考
え
方
で
、
仮
釈
放
を
も
っ
て
施
設
内
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
行
状
の
良
好
な
受
刑
者
に
対
す
る
褒
賞
な

い
し
恩
恵
と
し
て
刑
期
満
了
前
に
条
件
付
き
で
釈
放
す
る
も
の
と
解
し（
71
）た。
仮
釈
放
を
社
会
内
処
遇
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
現
今

の
法
制
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
正
面
か
ら
認
め
る
見
解
は
な（
72
）い。

（
イ
）

自
由
刑
の
執
行
の
一
形
態
説

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
仮
釈
放
は
、
過
剰
拘
禁
の
緩
和
策
と
し
て
用
い
ら
れ
、
他
方
で
は
、
社
会
内
処
遇
の
観
念
が
高
ま
る
に
つ
れ

て
、
社
会
内
処
遇
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
仮
釈
放
は
緩
和
さ
れ
た
形
に
お
け
る
（
自
由
）
刑
の
執
行

の
一
形
態
（un

m
ode

d’éxecution
de
la
peine

）
と
解
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
の
刑
期
満
了
日
に
仮
釈
放
の
効
果
は
、
終
了
し
、

刑
の
執
行
を
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
で
は
、
被
仮
釈
放
者
は
、
実
際
に
自
由
の
身
に
な
っ
て
い
て
も
、
な
お
、
法
律
上
は

刑
に
服
し
て
い
る
（sub

poena

）
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
本
説
は
恩
恵
説
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
刑
の
執
行
の

一
形
態
説
に
あ
っ
て
は
、
仮
釈
放
は
、
行
状
良
好
な
受
刑
者
に
対
す
る
特
別
な
恩
恵
と
し
て
で
は
な
く
、
受
刑
者
の
有
効
な
社
会
復
帰
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の
た
め
に
行
わ
れ
る
刑
の
執
行
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
可
能
な
限
り
こ
の
釈
放
形
式
に
よ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
、
と

説
か
れ（
73
）る。

（
ウ
）

刑
の
一
形
態
説

新
社
会
防
衛（
74
）論は
、
仮
釈
放
を
刑
の
消
滅
の
一
形
態
と
考
え
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
再
教
育
的
処
遇
の
最
後
の
段
階
に
お
い
て
、

受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
図
る
た
め
に
条
件
付
き
で
釈
放
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
仮
釈
放
は
部
分
的
な
執
行
猶
予
と
同
様
に
考
え

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
釈
放
を
刑
の
執
行
猶
予
と
一
対
を
な
す
も
の
と
見
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
刑
の
執
行
猶
予
は

最
初
か
ら
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仮
釈
放
は
、
自
由
刑
の
一
部
を
執
行
し
た
後
に
、
残
り
の
部
分
の
執
行

を
猶
予
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
今
日
執
行
猶
予
は
、
犯
罪
者
の
改
善
更
生
と
犯
罪
の
防
止
を
目
指
す
社
会
内
処
遇
の
重

要
な
制
度
の
一
つ
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
仮
釈
放
も
こ
れ
と
同
様
に
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
め
ざ
す
社
会
内
処
遇
の
一
方
法
と
し
て
、

刑
の
一
部
執
行
の
後
に
残
刑
部
分
の
執
行
を
猶
予
す
る
制
度
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
執
行
猶
予
も
仮
釈

放
も
と
も
に
刑
の
一
形
態
と
い
う
こ
と
と
な（
75
）る。
刑
の
一
形
態
説
か
ら
は
、
仮
釈
放
期
間
と
残
刑
期
間
と
の
概
念
的
分
離
が
論
理
的
に

導
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
仮
釈
放
期
間
は
、
残
刑
期
間
と
は
別
個
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
仮
釈

放
期
間
は
保
護
観
察
期
間
と
一
致
す
る
。

（
エ
）
ま
と
め

仮
釈
放
制
度
は
、
そ
の
制
度
史
か
ら
み
て
、
す
ぐ
れ
て
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
た
が
、
自
由
刑
の
本
質
論
と
組

み
合
わ
せ
る
と
、「
改
悛
の
状
」
の
意
義
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
後
仮
釈
放
は
、
保
護

観
察
制
度
と
結
び
つ
い
た
た
め
、
保
護
観
察
の
意
義
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
解
答
が
よ
り
一
層
明
確
化
す
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
保
護
観
察
制
度
を
概
観
し
、
問
題
を
検
討
し
た
い
。
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③
保
護
観
察
の
意
義

保
護
観
察
者
は
刑
余
者
の
社
会
復
帰
（
再
犯
防
止
）
の
た
め
徹
底
的
に
保
護
支
援
す
る
使
命
が
あ
り
、
刑
余
者
に
対
す
る
単
な
る
監
督

者
や
監
視
者
で
は
な
く
、
監
獄
内
に
お
け
る
矯
正
と
監
獄
外
の
更
生
保
護
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
最
初

に
指
摘
し
た
命
題
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
保
護
観
察
の
沿
革
か
ら
概
観
す
る
。

（
ａ
）
沿
革

保
護
観
察
制
度
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
、
そ
の
改
善
・
更
生
を
助
け
る
た
め
に
、
社
会
内
に
お
い
て
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
的
方
法
に
よ
り
、

国
家
の
機
関
に
よ
る
指
導
監
督
及
び
補
導
援
護
を
行
う
処
遇
方
法
で
、
強
制
的
に
科
さ
れ
る
点
で
狭
義
の
更
生
保
護
活
動
と
異
な（
76
）る。
世

界
史
的
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
英
米
で
発
達
し
た
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
（probation

）
と
パ
ロ
ー
ル
（parole

）
の
制
度
に
起

源
を
持（
77
）つ。
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
は
、
刑
の
執
行
を
せ
ず
に
は
じ
め
か
ら
行
わ
れ
る
保
護
観
察
で
、
刑
の
執
行
猶
予
、
宣
告
猶
予
や
起
訴
猶

予
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
。
一
八
四
一
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
、
ボ
ス
ト
ン
の
靴
屋
オ
ー
ガ
ス
タ
ス（John

A
ugustus

1784

―1859

）

が
、
裁
判
の
傍
聴
に
出
か
け
、
改
善
の
見
込
み
の
あ
り
そ
う
な
被
告
人
の
判
決
を
猶
予
し
て
も
ら
い
、
み
ず
か
ら
引
き
取
っ
て
更
生
さ
せ
、

同
様
の
方
法
で
二
〇
〇
〇
人
近
い
人
の
世
話
を
し
、
大
成
功
を
収
め
た
の
に
は
じ
ま
り
、
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
は
「
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
の
父
」

と
呼
ば
れ
て
い（
78
）る。一
八
七
八
年
、オ
ー
ガ
ス
タ
ス
ら
の
活
躍
を
背
景
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
法
制
が
制
定
さ
れ（
79
）た。

か
く
し
て
、
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
制
度
は
、
全
世
界
に
ひ
ろ
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
、
パ
ロ
ー
ル
は
仮
釈
放
と
そ
の
後
の
監
督
を
さ
し
、
拘
禁
後
の
社
会
復
帰
を
助
け
る
た
め
に
主
と
し
て
行
政
機
関
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
、
仮
釈
放
制
度
と
と
も
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
七
七
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
、
は
じ
め
て
パ
ロ
ー
ル
の
語
が
用
い
ら
れ

た
が
、
わ
が
国
の
「
保
護
観
察
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
米
に
お
い
て
発
達
し
た
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
と
パ
ロ
ー
ル
を
総
称
し
た
も
の
で
わ
が
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国
独
特
の
名
称
で
あ（
80
）る。

（
ｂ
）

わ
が
国
の
保
護
観
察
の
歴
史

更
生
保
護
と
あ
わ
せ
て
、
わ
が
国
の
保
護
観
察
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
明
治
維
新
以
後
、
一
八
七
二
年
の
「
監
獄
則
」
は
、
刑
余

者
で
生
計
の
見
通
し
の
つ
か
な
い
者
を
「
懲
治
場
」
に
と
ど
め
る
と
い
う
規
定
を
置
い
た
が
、
翌
年
に
は
施
行
が
停
止
さ
れ
、
一
八
八
二

年
施
行
の
「
改
正
監
獄
則
」
が
、
満
期
出
獄
者
で
、
頼
る
べ
き
と
こ
ろ
の
な
い
者
は
、
そ
の
情
状
に
よ
り
、
監
獄
の
別
房
に
と
ど
め
、
生

業
を
営
ま
し
め
る
と
す
る
「
別
房
制
度
」
を
発
足
さ
せ
た
。
他
方
、
一
八
八
二
年
施
行
の
「
旧
刑
法
」
が
、
仮
出
獄
制
度
を
規
定
し
、「
本

刑
期
限
内
ニ
特
ニ
定
メ
タ
ル
監
視
ニ
付
ス
」（
五
五
条
）
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
警
察
に
よ
る
監
視
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
七

年
に
は
、「
刑
の
執
行
猶
予
」
が
制
度
化
さ
れ
た
が
、「
保
護
観
察
」
は
導
入
さ
れ
ず
、
一
九
〇
七
年
の
現
行
刑
法
に
お
け
る
仮
出
獄
の
要

件
緩
和
後
も
、
期
間
内
の
監
督
は
警
察
官
署
に
任
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
間
に
お
い
て
は
、
金
原
明
善
（
一
八
三
二
―
一
九
二（
81
）三）

が
、
一
八
八
〇
年
に
獄
中
に
お
け
る
説
教
を
行
う
か
た
わ
ら
、
刑
余
者
の
保
護
も
行
な
っ
た
静
岡
勧
善
会
を
発
足
さ
せ
、
一
八
八
二
年
に

は
、
川
村
矯
一
郎
（
一
八
五
二
―
一
八
九（
82
）一）
ら
と
と
も
に
、
出
獄
者
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
出
獄
者
を
保
護
し
再
犯
を
予
防
す
る
目

的
で
静
岡
県
出
獄
人
保
護
会
社
を
設
立
し
、
更
生
保
護
事
業
の
先
駆
と
な
っ（
83
）た。

別
房
留
置
の
制
度
は
、
財
政
上
の
理
由
か
ら
一
八
八
九
年
に
廃
止
さ
れ
、
政
府
は
有
志
の
慈
善
者
を
奨
励
し
て
保
護
会
社
を
設
立
す
る

等
の
や
り
方
を
訓
令
し
た
と
こ
ろ
、
各
地
に
出
獄
者
保
護
団
体
が
設
立
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
、「
更
生
保
護
の
父
」
と
よ
ば
れ
た
原
胤

昭
（
一
八
五
三
―
一
九
四
一
）
は
、「
東
京
出
獄
人
保
護
所
」
を
開
設
し
、
一
九
三
八
年
に
解
散
す
る
ま
で
一
〇
〇
〇
〇
人
以
上
を
保
護

し（
84
）た。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
保
護
団
体
の
指
導
、
助
成
を
は
か
る
た
め
、
一
九
一
三
年
に
中
央
保
護
会
が
設
立
さ
れ
、
翌
年
、
財
団
法
人
輔

正
会
に
引
き
継
が
れ
た
。
少
年
保
護
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
六
年
こ
ろ
か
ら
、
民
間
人
の
手
に
よ
る
感
化
事
業
が
起
こ
り
、
一
九
〇
〇
年

に
は
感
化
法
が
制
定
さ
れ（
85
）た。
し
か
し
、
感
化
院
だ
け
で
は
、
少
年
非
行
対
策
と
し
て
は
限
界
が
あ
り
、
一
九
二
二
年
、（
旧
）
少
年
法
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が
制
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
少
年
保
護
司
の
観
察
に
付
す
る
」
と
い
う
日
本
初
の
保
護
観
察
制
度
や
「
寺
院
、
教
会
、
保
護
団
体
又
は
適

当
な
る
者
に
委
託
す
る
」
処
分
等
が
規
定
さ
れ（
86
）た。
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
以
降
敗
戦
に
至
る
ま
で
、
更
生
保
護
事
業
は
、
急
速
に
国

家
主
義
的
色
彩
を
強
め
て
い
っ
た
。
一
九
三
一
年
に
は
、
治
安
維
持
法
違
反
者
を
対
象
と
し
た
思
想
犯
保
護
観
察
法
（
成
人
に
対
す
る
保

護
観
察
）
が
実
施
さ
れ
、
一
九
三
二
年
に
は
、
輔
成
会
、
少
年
保
護
協
会
、
昭
徳
会
は
全
日
本
司
法
保
護
事
業
聯
盟
を
結
成
し
、
司
法
保

護
事
業
の
一
体
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
り
、
一
九
三
九
年
、
司
法
保
護
事
業
法
の
成
立
に
よ
り
、
保
護
事
業
に
対
す
る
国
家
の
責
任
が
明

示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
司
法
保
護
委
員
と
保
護
団
体
が
法
制
化
さ
れ（
87
）た。

戦
後
は
、
民
主
主
義
の
流
れ
に
応
じ
て
、
諸
制
度
の
改
正
が
目
指
さ
れ
、
ま
ず
思
想
犯
保
護
法
が
廃
止
さ
れ
た
。
次
い
で
、
一
九
四
九

年
、
犯
罪
者
予
防
更
生
法
が
制
定
さ
れ
、
社
会
内
処
遇
（
更
生
保
護
）
の
方
策
と
し
て
の
「
保
護
観
察
」
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
、
初
め

て
、「
更
生
保
護
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
一
九
五
〇
年
に
は
更
生
緊
急
保
護
法
が
成
立
し
、
起
訴
猶
予
者
等
に
つ
い
て
の
任
意
的
な

保
護
が
規
定
さ
れ
、
更
に
一
九
五
三
年
・
一
九
五
四
年
の
刑
法
一
部
改
正
を
受
け
て
、「
執
行
猶
予
者
保
護
観
察
法
」
が
一
九
五
四
年
に

設
け
ら
れ
、
更
生
保
護
に
関
す
る
主
要
法
令
が
出
そ
ろ
っ
た
わ
け
だ（
88
）が、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
犯
罪
者
予
防
更
生
法
と
更
生
緊
急
保
護
法

が
整
理
統
合
さ
れ
、「
更
生
保
護
法
」
と
し
て
成
立
し
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
施
行
さ
れ（
89
）た。

（
ｃ
）
保
護
観
察
の
法
的
性
格

保
護
観
察
は
、
英
米
法
の
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
に
内
包
さ
れ
る
監
督
（supervision

）
に
由
来
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
大
陸
法
系
の
国
で

は
、
次
第
に
独
立
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
発
達
し
た
。
現
在
で
は
、
英
米
法
系
の
国
と
大
陸
法
系
の
国
と
の
間
で
、
他
方
法
系
の
長
所
を

採
用
す
る
と
い
う
歩
み
寄
り
が
存
す
る
た
め
、
両
法
系
の
制
度
間
に
基
本
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な（
90
）い。

（
ア
）
独
立
処
分
説

英
米
の
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
は
、
刑
の
宣
告
猶
予
と
結
び
つ
い
て
発
達
し
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
刑
の
猶
予
は
自
由
刑
の
弊
害
を
避
け



211 刑法二八条について

る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
犯
人
の
社
会
復
帰
を
助
け
る
と
い
う
積
極
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
わ
が
法
は
ま
だ

宣
告
猶
予
の
制
度
を
採
用
し
て
い
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
一
九
五
四
年
執
行
猶
予
に
付
随
し
た
保
護
観
察
を
採
用
し
た
が
、
執
行
猶
予

で
は
、
執
行
さ
れ
る
可
能
性
の
な
い
刑
の
宣
告
は
無
駄
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
執
行
猶
予
の
と
き
は
、
警
告
的
効
果
を
も
た
せ
る
た
め
、

実
刑
の
場
合
よ
り
も
重
い
刑
が
宣
告
さ
れ
や
す
い
の
で
、
行
為
に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
意
味
を
歪
曲
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
刑
の
宣
告
を
し
な
い
で
、
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
は
、「
刑
に
代
え
て
」
独
立
の
施
設
外
処
遇
方
法
で
あ
る
保
護
観
察

を
言
い
渡
す
こ
と
と
な
り
、
こ
の
意
味
の
保
護
観
察
は
、
刑
法
の
原
則
的
立
場
に
対
す
る
例
外
と
し
て
少
年
法
二
四
条
一
項
一
号
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
成
人
に
つ
い
て
も
独
立
処
分
と
し
て
の
保
護
観
察
を
認
め
る
立
法
例
が
増
え
る
傾
向
に
あ（
91
）る。

（
イ
）
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
型
付
随
処
分（
92
）説

こ
れ
は
、
宣
告
猶
予
ま
た
は
刑
の
執
行
猶
予
に
付
随
す
る
形
で
付
さ
れ
る
保
護
観
察
で
あ
る
。
英
米
法
で
は
、
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
は
、

「
宣
告
猶
予
プ
ラ
ス
監
督
」
を
一
体
の
も
の
と
す
る
形
で
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
保
護
観
察
の
独
立
を
認
め
る
世
界
的
動
向
は
、

宣
告
猶
予
や
執
行
猶
予
に
保
護
観
察
を
裁
量
的
に
付
す
る
立
法
例
を
生
ん
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
改
正
刑
法
準
備
草
案
（
一
九
六
一
年
）
は
、
保
護
観
察
を
執
行
猶
予
、
宣
告
猶
予
お
よ
び
仮
釈
放
に
伴

う
「
付
随
処
分
」
の
一
つ
と
し
て
七
九
条
、
八
五
条
、
九
〇
条
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
た
が
、
改
正
刑
法
草
案
（
一
九
七
一
年
）
は
、
保

護
観
察
を
「
付
随
処
分
」
の
一
つ
と
し
て
、
法
文
に
掲
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
内
容
的
に
は
準
備
草
案
の
立
場
を
継
承
し
た
。

そ
こ
で
は
、
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
は
、
執
行
猶
予
と
宣
告
猶
予
に
つ
い
て
は
、
裁
量
的
と
さ
れ
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
は
原

則
と
し
て
義
務
的
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
（
六
九
条
、
七
五
条
、
八
七
条
）。
刑
法
草
案
（
一
九
七
四
年
）
は
宣
告
猶
予
の
制
度
を
採

用
し
な
か
っ
た
が
、
執
行
猶
予
と
仮
釈
放
の
各
場
合
に
お
け
る
保
護
観
察
に
つ
い
て
は
、
改
正
刑
法
草
案
の
立
場
を
継
承
し（
93
）た。

英
米
法
で
は
、
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
は
、
監
督
に
付
す
る
技
術
的
前
提
と
し
て
宣
告
が
猶
予
さ
れ
る
と
い
う
発
展
過
程
を
た
ど
っ
て
い
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る
が
、
わ
が
国
で
は
、
保
護
観
察
は
、
執
行
猶
予
等
に
付
随
す
る
処
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
者
が
、
遵

守
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
執
行
猶
予
等
の
取
り
消
し
を
す
る
と
い
う
心
理
強
制
に
よ
っ
て
、
保
護
観
察
の
効
果
を
あ
げ
る
こ

と
を
規
定
す
る
。

（
ウ
）
パ
ロ
ー
ル
型
付
随
処
分（
94
）説

こ
れ
は
、
矯
正
施
設
か
ら
の
仮
釈
放
に
伴
っ
て
付
さ
れ
る
保
護
観
察
で
あ
る
。
こ
の
型
の
保
護
観
察
は
、
一
方
で
遵
守
事
項
の
違
反

が
あ
っ
て
そ
の
情
状
が
重
い
と
き
に
、
仮
釈
放
の
取
消
し
が
な
さ
れ
う
る
点
で
、
出
所
（
院
）
者
に
心
理
強
制
を
課
し
、
他
方
で
、
指

導
監
督
と
補
導
援
護
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
の
改
善
更
生
と
社
会
復
帰
を
期
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
型
の

保
護
観
察
は
、
仮
釈
放
に
伴
っ
て
付
さ
れ
る
点
で
、「
付
随
処
分
」
一
つ
で
あ
り
、
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
型
の
保
護
観
察
と
共
通
性
が
あ

る
。

（
エ
）
満
期
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観（
95
）察

保
護
観
察
を
付
随
処
分
と
解
す
る
と
、
満
期
釈
放
者
に
つ
い
て
は
保
護
観
察
を
付
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
仮
釈
放
に
与
り
え
な
か
っ

た
相
対
的
に
危
険
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
者
が
、
何
等
の
措
置
も
受
け
な
い
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ
の
不
都
合
を
避
け
る
た
め
の

有
力
な
手
段
と
し
て
は
二
案
が
あ
る
。

第
一
案
は
、
刑
期
満
了
者
を
仮
釈
放
し
て
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。
第
二
案
は
、
満
期
釈
放
者
を
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

だ
が
し
か
し
、
第
一
案
は
、
そ
も
そ
も
刑
期
が
満
了
し
て
い
る
の
に
仮
釈
放
と
考
え
る
前
提
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
、
第
二
案

に
赴
か
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
第
二
案
に
は
、
刑
期
満
了
者
を
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
は
、
人
権
侵
害
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判

が
行
な
わ
れ
う（
96
）る。
保
護
観
察
の
指
導
監
督
の
自
由
制
限
部
分
よ
り
も
補
導
援
護
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
保
護
観
察
を
も
っ
て
、
利
益

処
分
と
解
さ
れ
う
る
の
で
第
二
案
は
、
支
持
出
来
る
で
あ
ろ（
97
）う。
満
期
釈
放
者
等
に
対
し
て
更
生
保
護
法
八
五
条
一
項
は
、
更
生
緊
急
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保
護
を
定
め
て
い
る
。
満
期
釈
放
者
の
場
合
必
要
と
さ
れ
る
「
改
悛
の
状
」
は
仮
釈
放
の
許
容
条
件
で
は
な
く
、
犯
罪
に
対
す
る
道
義

的
責
任
清
算
の
実
現
と
保
護
観
察＝

刑
余
者
の
社
会
復
帰
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
結
び
に
代
え
て

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
①
自
由
刑
の
目
的
は
、
受
刑
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
に
、
受
刑
者
に
改
悛
の
情
を
起

こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
、
②
受
刑
者
に
は
、
行
刑
に
よ
り
、
改
悛
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
考
え
、
③
保
護
観
察
者
は
刑

余
者
の
社
会
復
帰
（
再
犯
防
止
）
の
た
め
徹
底
的
に
保
護
支
援
す
る
使
命
が
あ
り
、
刑
余
者
に
対
す
る
単
な
る
監
督
者
や
監
視
者
で
は
な

く
、
監
獄
内
に
お
け
る
矯
正
と
監
獄
外
の
更
生
保
護
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
と
い
う
三
個
の
見
解
の

当
否
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
①
自
由
刑
の
目
的
は
、
受
刑
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
に
、
受
刑
者
に
改
悛
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
、

で
あ
る
が
、
応
報
刑
論
・
目
的
刑
論
の
い
ず
れ
か
ら
も
改
悛
の
状
の
前
提
と
し
て
の
改
悛
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
働
き
が
必
然
的
に
導
き
出

さ
れ
る
こ
と
を
弁
え
た
が
、
今
日
の
刑
罰
論
の
モ
デ
ル
は
純
粋
な
応
報
刑
や
目
的
刑
で
は
な
く
、
両
者
が
止
揚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
概
観
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
刑
罰
の
典
型
的
・
代
表
的
な
機
能
と
し
て
、「
刑
罰
を
受
け
た
者
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

罪
を
贖
い
、
責
任
を
感
じ
る
と
い
う
贖
罪
・
感
銘
力
機
能
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ（
98
）る。
で
は
、
刑
罰
に
改
悛

の
情
を
お
こ
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
と
し
て
、
②
受
刑
者
に
は
、
行
刑
に
よ
り
、
改
悛
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
考
え
、
は
妥
当
で
あ
ろ
う

か
。
犯
罪
に
対
す
る
改
悛
は
、
道
徳
の
問
題
で
あ
る
か
ら
法
的
に
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
議（
99
）論も
予
想
さ
れ
る
が
、
カ
ン

ト
の
よ
う
に
、
法
と
道
徳
を
完
全
に
別
個
の
も
の
と
み
る
峻
別
論
の
立（
100
）場か

ら
は
そ
う
し
た
解
答
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
と
道
徳

が
同
時
に
問
題
に
な
る
領
域
も
あ
れ
ば
、
法
だ
け
の
問
題
領
域
、
道
徳
だ
け
の
領
域
が
あ
る
と
み
る
日
本
に
お
い
て
支
配
的
な
考
え（
101
）方や
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法
と
呼
び
う
る
た
め
に
は
、
強
制
だ
け
で
な
く
道
徳
的
義
務
付
け
を
要
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ（
102
）り、

少
な
く
と
も
、
個
人
倫
理
で
は
な

く
、
社
会
倫
理
を
問
題
と
す
る
限
り
、「
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
、
反
省
し
、
謝
罪
す
る
」
と
い
う
世
間
的
道
義
が
「
犯
罪
を
し
た
ら
、
改

悛
す
べ
こ
と
が
当
然
」
と
法
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
累
犯
加
重
に
お
い
て
、
前
科
者
の
新
た
な
犯
罪
行
為
に
対
し
て
初
犯
者
の
同
様
な
犯
罪
行
為
よ
り
も
重
い
刑
が
科
せ
ら
れ

る
理
由
は
「
既
に
刑
罰
を
も
っ
て
そ
の
前
犯
の
非
を
改
悛
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
に
、
十
分
に
反
省
に
い
た
ら
ず
、
罪
を
繰
り
返

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
に
た
い
す
る
道
義
的
非
難
が
高
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
求
め
る
学
説
・
実
務
の
通
説
（
警
告
理
論
）
の
中

に
は
「
受
刑
者
に
は
、
自
己
が
起
こ
し
た
犯
罪
の
非
を
自
由
刑
の
執
行
体
験
に
よ
り
、
改
悛
す
べ
き
法
的
義
務
が
あ
る
」
こ
と
が
前
提
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ（
103
）る。

か
く
し
て
、
②
受
刑
者
に
は
、
行
刑
に
よ
り
、
改
悛
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
妥
当
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
③
保
護
観
察
者
は
刑
余
者
の
社
会
復
帰
（
再
犯
防
止
）
の
た
め
徹
底
的
に
保
護
支
援
す
る
使
命
が
あ
り
、

刑
余
者
に
対
す
る
単
な
る
監
督
者
や
監
視
者
で
は
な
く
、
監
獄
内
に
お
け
る
矯
正
と
監
獄
外
の
更
生
保
護
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
の
当
否
で
あ
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
旧
刑
法
の
保
護
観
察
は
警
察
監
視
と
し
て
の
保
護
観
察
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、こ
れ
は
自
由
剥
奪
的
不
利
益
処
分
と
し
て
の
保
護
観
察
で
あ
り
、原
胤
昭
が
考
え
て
い
た
刑
余
者
を
ど
こ
ま
で
も
補
導
援（
104
）護

し
、
刑
余
者
の
社
会
復
帰
を
刑
余
者
と
と
も
に
喜
ぶ
現
代
で
も
理
想
と
さ
れ
る
利
益
処
分
と
し
て
の
更
生
保
護
で
は
な
い
。

最
後
に
以
上
の
考
察
か
ら
、
刑
法
二
八
条
の
「
改
悛
の
状
」
の
意
義
を
考
え
る
と
、
結
論
的
に
は
、
仮
釈
放
及
び
保
護
観
察
等
に
関
す

る
規
則
（
昭
四
九
法
務
省
令
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
、
す
な
わ
ち
①
悔
悟
の
情
、
②
更
生
の
意
欲
、
③
再
犯
の
お
そ
れ
、
④
社
会
の

感
情
を
綜
合
的
に
判
断
し
、
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
が
改
善
更
生
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
「
改
悛
の
状
」
が
認
め
ら
れ
る
と
す

る
立
場
が
妥
当
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
自
由
刑
が
道
義
的
責
任
を
軸
と
す
る
応
報
刑
で
あ
る
と
い
う
基
礎
的
議
論
を
前
提
と
す
る
の
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で
あ
れ
ば
、
道
義
的
責
任
清
算
を
実
現
す
べ
き
必
須
の
要
素
と
し
て
「
改
悛
の
情
（
悔
悟
の
情
）」と
い
う
主
観
的
要
素
を
不
可
欠
の
も
の

と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
に
、
再
犯
し
そ
う
も
な
い
、
と
い
う
客
観
的
要
素
に
か
た
よ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
客
観
的
要
素
は
確
か
に

主
観
的
要
素
よ
り
も
一
般
に
認
定
し
や
す
い
（
明
確
で
あ
る
）
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
真
実
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。「
改
悛
の
状
」

の
存
否
判
断
が
も
と
も
と
困
難
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ（
105
）り、

改
悛
の
情
の
存
否
に
関
し
て
は
、
判
断
者
は
、

「
慧
眼
の
士
」
た
る
こ
と
、
あ
る
意
味
で
超
人
的
判
断
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
だ
か
ら
こ
そ
、
刑
法
に
は
謙
抑

主
義
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
）。
ま
た
、
た
と
え
ば
「
常
習
性
」
の
よ
う
な
極
め
て
主
観
的
要
件
で
す
ら
客
観
的
判
断
基
準

や
客
観
的
な
判
断
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
否
の
判
断
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な（
106
）い。

再
犯
防
止
・

刑
務
所
人
口
の
操
作
な
ど
の
政
策
的
要
素
の
判
断
に
大
き
な
比
重
を
置
く
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
刑
の
機
能
に
お
い

て
、
改
悛
の
情
（
悔
悟
の
情
・
更
生
の
意
欲
）
の
誘
因
に
重
き
を
置
き
、
そ
し
て
、
仮
釈
放
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
満
期
釈
放
者
の
場
合

も
含
め
て
、
保
護
観
察
は
警
察
監
視
の
よ
う
な
社
会
防
衛
に
傾
く
観
察
制
度
で
は
な
く
、
英
米
で
発
達
し
た
対
象
者
の
福
祉
を
重
視
す
る

も
の
と
捉
え（
107
）たう

え
で
、
刑
罰
の
本
質
で
あ
る
応
報
の
範
囲
内
に
制
約
さ
れ
る
行
刑
（
矯
正
処
遇
）
と
更
生
保
護
と
の
連
携
が
刑
余
者
の

社
会
復
帰
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と（
108
）は、

宮
城
長
五
郎
や
原
胤
昭
の
認
識
の
と
お
り
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
③
保
護
観
察

者
は
改
悛
の
情
の
あ
る
、
刑
余
者
の
社
会
復
帰
（
再
犯
防
止
）
の
た
め
徹
底
的
に
保
護
支
援
す
る
使
命
が
あ
り
、
刑
余
者
に
対
す
る
単
な

る
監
督
者
や
監
視
者
で
は
な
く
、
監
獄
内
に
お
け
る
矯
正
と
監
獄
外
の
更
生
保
護
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

考
え
」
は
、
基
本
的
に
今
日
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
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【
注
】

（
1
）
吉
永
豊
文
「
仮
出
獄
」
大
塚
仁＝

河
上
和
雄＝

佐
藤
文
哉
（
編
）『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
』（
青
林
書
院

平
成
三
年
）
四
九
七
―
五

一
五
頁
。
吉
永
豊
文＝

林
眞
琴
「
仮
出
獄
」
大
塚
仁＝

河
上
和
雄＝

佐
藤
文
哉＝

古
田
祐
紀
（
編
）『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
〔
第
二
版
〕』

（
青
林
書
院

平
成
一
六
年
）
六
六
〇
―
六
七
四
頁
。

（
2
）
金
光
旭
「
仮
釈
放
」
西
田
典
之＝

」
山
口
厚＝

佐
伯
仁
志
（
編
）『
注
釈
刑
法

第
一
巻

総
論

§
§
一
〜
七
二
』（
有
斐
閣

平
成
二
二
年
）

二
三
〇
頁
。

（
3
）
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
新
版
第
五
版
』（
成
文
堂

平
成
三
一
年
）
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
は
、
犯
罪
行
為
を
み
ず
か
ら
の
自
由
な
意
思
に
基
い

て
行
っ
た
点
に
責
任
の
基
礎
を
求
め
る
行
為
責
任
論
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
量
刑
に
当
り
責
任
は
刑
罰
を
限
定
す
る
機
能
を
担
う
べ
き

だ
と
す
る
考
え
方
を
消
極
的
責
任
主
義
、
責
任
は
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
機
能
を
担
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
積
極
的
責
任
主
義
と
い
う
場
合

が
あ
る
と
す
る
が
、
責
任
は
、
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
と
と
も
に
限
定
づ
け
る
機
能
を
有
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
積
極
的
責
任
主
義
・
消

極
的
責
任
主
義
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
4
）
香
川
達
夫
「
仮
出
獄
」
団
藤
重
光
（
編
）『
注
釈
刑
法
（
一
）
総
則
（
一
）
§
§
一
〜
三
四
の
二
』（
有
斐
閣

昭
和
三
九
年
）
二
二
九
頁
。

（
5
）
林
眞
琴
「
仮
釈
放
」
大
塚
仁＝
河
上
和
雄＝

中
山
善
房＝

古
田
祐
紀
（
編
）『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
〔
第
三
版
〕』（
青
林
書
院

平

成
二
七
年
）
七
二
二
頁
に
よ
る
と
、「
改
悛
の
状
」
の
中
心
的
要
素
は
「
悔
悟
の
情
及
び
改
善
更
生
の
意
欲
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
平
成
二
〇
年

五
月
九
日
法
務
省
保
観
第
三
二
五
号
矯
正
保
護
局
長
通
達
「
犯
罪
を
犯
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
す
る
社
会
内
に
お
け
る
処
遇
に
関
す
る

事
務
の
運
用
に
つ
い
て
」）が
、
対
象
者
が
犯
罪
に
よ
る
被
害
の
実
情
及
び
犯
罪
に
い
た
っ
た
自
己
の
問
題
性
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
、
そ
の
上
で
犯
罪
を
悔
い
る
気
持
ち
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
仮
釈
放
許
可
の
た
め
に
は
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
悔
悟
の
情
」
と
は
、

自
ら
の
犯
し
た
罪
を
悔
い
、
自
己
の
責
任
を
自
覚
し
、
再
び
犯
罪
を
し
な
い
こ
と
の
決
意
を
い
う
、
と
さ
れ
、「
改
善
更
生
の
意
欲
」
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
対
象
者
が
被
害
者
等
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
償
う
べ
き
か
を
正
し
く
認
識
し
、
か
つ
、
過
去
の
生
活
を
あ
ら
た
め
、
健
全
な

生
活
を
送
る
気
持
ち
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
改
善
更
生
の
意
欲
」
と
は
、
再
び
犯
罪
を
す
る
こ
と
の

な
い
健
全
な
生
活
態
度
を
保
持
し
、
自
立
し
た
生
活
を
営
も
う
と
す
る
意
欲
（
社
会
復
帰
へ
の
意
欲
）
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

（
6
）
片
岡
優
子
『
原
胤
昭
の
研
究
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会

平
成
二
三
年
）
一
頁
以
下
、
山
﨑
喬
「
原
胤
昭
」
法
務
省
保
護
局

更
生
保
護
会
誌

編
集
委
員
会
（
編
）『
更
生
保
護
史
の
人
び
と
』（
日
本
更
生
保
護
協
会

平
成
一
一
年
）
八
―
一
四
頁
。

（
7
）
小
林
杜
人
「
宮
城
長
五
郎
」
法
務
省
保
護
局

更
生
保
護
会
誌
編
集
委
員
会
（
編
）『
更
生
保
護
史
の
人
び
と
』
日
本
更
生
保
護
協
会
（
平
成
一
一

年
）
二
四
六
―
二
五
三
頁
。
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（
8
）
宮
城
長
五
郎
「
原
胤
昭
翁
の
死
」『
厚
生
問
題
』（
昭
和
一
七
年
）
四
六
八
―
四
七
一
頁
。

（
9
）
石
塚
伸
一
「
宗
教
教
誨
に
お
け
る
一
宗
派
・
強
制
主
義
に
つ
い
て
」
浅
田
和
茂＝

石
塚
伸
一＝

葛
野
尋
之＝

後
藤
昭＝

福
島
至
（
編
）『
村
井
敏

邦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

人
権
の
刑
事
法
学
』（
日
本
評
論
社

平
成
二
三
年
）
八
七
二
―
八
九
五
頁
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
刑
に
古
く
か
ら

存
す
る
「
悔
い
改
め
て
信
仰
に
よ
り
神
に
依
り
頼
む
と
き
に
必
ず
恩
恵
が
与
え
ら
れ
る
」
等
の
宗
教
教
誨
〔
教
誨
と
改
心
〕
の
諸
相
を
概
観
す
る
。

（
10
）
片
岡
・
前
掲
書
（
注
6
）五
一
―
六
一
頁
に
よ
る
と
、
一
八
七
四
年
、
原
は
旧
大
垣
藩
主
の
一
族
で
あ
る
戸
田
欽
堂
（
一
八
五
〇
―
一
八
九
〇
）

と
と
も
に
、
日
本
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
書
出
版
社
で
あ
る
「
耶
蘇
教
書
肆
十
字
屋
（
十
字
屋
書
店
）」を
東
京
銀
座
に
創
設
し
、
経
営
者
と
し
て
の
立

場
上
、
売
り
物
で
あ
る
聖
書
の
広
告
を
か
ね
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
路
傍
説
教
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
11
）
若
木
雅
夫
『
更
生
保
護
の
父
原
胤
昭
』（
渡
邊
書
房

昭
和
二
六
年
）
三
一
―
四
九
頁
。
土
方
久
元
は
、
元
土
佐
藩
士
で
、
原
の
出
獄
者
保
護
事

業
の
財
源
の
た
め
、
華
族
か
ら
の
寄
付
を
得
る
べ
く
奔
走
し
て
く
れ
た
。
ち
な
み
に
、
大
正
期
に
築
地
小
劇
場
を
拠
点
に
新
劇
運
動
を
起
こ
し
た
演

出
家
・
土
方
与
志
（
一
八
九
八
―
一
九
五
九
）
は
土
方
久
元
の
孫
で
あ
る
。

（
12
）
片
岡
・
前
掲
書
（
注
6
）八
二
―
九
九
頁
。

（
13
）
木
村
英
一
（
訳
・
注
）『
論
語
』（
講
談
社

昭
和
五
〇
年
）
五
二
〇
―
五
二
二
頁
で
は
、「
不
教
而
殺
、
謂
之
虐
、
不
戒
視
成
、
謂
之
暴
」
を
、「
民

を
教
育
し
な
い
で
、
罪
に
ふ
れ
た
と
い
っ
て
、
殺
す
の
を
虐
と
い
う
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
同
書
一
六
―
一
七
頁
で
は
「
過
則
勿
憚
」
を
「
過
ち
を

犯
せ
ば
、
改
め
る
の
に
躊
躇
す
る
な
」
と
解
し
て
い
る
。

（
14
）
辻
達
也
『
江
戸
時
代
を
考
え
る
』（
中
央
公
論
社

昭
和
六
三
年
）
四
二
頁
、
一
二
七
頁
参
照
。
原
念
斎
（
著
）
源
了
圓
／
前
田
勉
（
校
注
）『
先

哲
叢
談
』（
平
凡
社

平
成
六
年
）
一
六
〇
―
一
六
一
頁
に
は
、
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
―
一
七
〇
五
）
の
経
験
談
を
通
し
て
儒
者
の
使
命
を
語
る

部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
伊
藤
仁
斎
が
、
宵
闇
の
田
舎
道
を
徘
徊
し
て
い
る
と
、
追
い
は
ぎ
に
出
く
わ
し
た
。「
お
ま
え
、
酒
代
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
な
ら
、
代
わ
り
に
そ
の
ど
て
ら
を
脱
い
で
置
い
て
行
け
」
と
脅
さ
れ
た
が
、
仁
斎
は
顔
色
も
変
え
ず
、「
残
念
な
が
ら
、
お
金
は
な
い
ね
。

だ
か
ら
、
こ
の
破
れ
ど
て
ら
を
差
し
上
げ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
あ
ん
た
た
ち
は
一
体
、
誰
だ
ね
。
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
る
の
か
ね
」
と
尋
ね
た
。
追

い
は
ぎ
は
仁
斎
に
「
夜
盗
さ
。
そ
れ
が
、
仕
事
だ
よ
」
と
言
っ
た
。「
こ
ん
な
こ
と
を
商
売
に
し
て
る
の
か
。
ま
あ
、
い
い
よ
」
と
破
れ
ど
て
ら
を

脱
ぐ
と
、
相
手
に
渡
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
追
い
は
ぎ
は
「
ち
ょ
っ
と
、
待
て
。
俺
た
ち
は
、
こ
ん
な
稼
業
を
長
年
や
っ
て
い
る
が
、

今
ま
で
、
お
前
み
た
い
な
や
つ
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
お
前
は
何
者
だ
」
と
仁
斎
に
尋
ね
た
。「
儒
者
だ
よ
」
と
答
え
て
や
る
と
「
儒
者
と
は
、

ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
だ
」
と
聞
き
返
し
て
き
た
の
で
仁
斎
は
答
え
て
や
っ
た
「
儒
者
と
は
、
人
道
を
教
え
る
者
だ
。
い
わ
ゆ
る
人
道
と
は
、
親
に

孝
、
弟
に
悌
、
一
日
も
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
。
人
と
し
て
道
が
無
け
れ
ば
、
禽
獣
に
過
ぎ
な
い
。」
と
教
え
た
。
全
部
言
い
終
わ
ら
な
い
う

ち
に
、
追
い
は
ぎ
は
泣
き
出
し
て
言
う
。「
お
ま
え
と
俺
は
と
も
に
人
間
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
稼
業
に
は
天
地
の
開
き
が
あ
る
。
俺
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は
恥
ず
か
し
い
。
儒
者
さ
ん
、
ど
う
か
私
た
ち
の
罪
を
宥
し
て
く
だ
さ
い
。
今
後
、
私
ど
も
は
、
灰
を
飲
ん
で
胃
を
洗
い
、
先
生
の
門
下
に
参
じ
ま

す
」。』
盗
賊
た
ち
は
、
改
心
し
て
罪
を
詫
び
て
更
生
を
誓
う
の
で
あ
る
（
遂
皆
改
心
自
励
云
）。
仁
斎
は
無
知
な
追
い
は
ぎ
に
刑
（
懲
）
罰
を
求
め

る
の
で
は
な
く
、「
教
え
て
戒
め
改
心
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
伊
藤
仁
斎
は
一
流
の
教
育
者
で
あ
っ
た
。

（
15
）
宮
城
浩
蔵
『
刑
法
講
義
〔
四
版
〕』（
明
治
法
律
學
校

明
治
二
〇
年
）
三
七
二
―
三
七
五
頁
。

（
16
）
古
賀
簾
造
『
刑
法
新
論
〔
増
補
訂
正
三
版
〕』（
中
野
書
店

明
治
三
一
年
）。

（
17
）
大
塚
仁
『
刑
法
に
お
け
る
新
・
旧
両
派
の
理
論
』（
日
本
評
論
社

昭
和
三
二
年
）
三
三
―
四
〇
頁
。

（
18
）
佐
伯
千
仭
／
小
林
好
信
「
刑
法
学
説
史
」『
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
一
一
』（
勁
草
書
房

昭
和
四
二
年
）
二
二
三
―
二
二
六
頁
。

（
19
）
山
岡
萬
之
助
『
刑
法
原
理
〔
訂
正
増
補
九
版
〕』（
日
本
大
学

大
正
八
年
）
二
九
三
―
三
〇
五
頁
。

（
20
）
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
上
巻

総
則
』（
同
労
社

大
正
二
年
）
六
二
七
―
六
二
八
頁
。

（
21
）
松
尾
浩
也
（
増
補
改
題
）（
倉
富
勇
三
郎＝

平
沼
騏
一
郎＝

花
井
卓
蔵
（
監
修
）

高
橋
治
俊＝

小
谷
二
郎
（
編
））『
増
補
復
刻
版

刑
法
沿
革

総
覧
』（
信
山
社

平
成
二
年
）
四
四
一
頁
、
一
六
七
七
頁
、
二
一
三
七
―
二
一
三
八
頁
。

（
22
）
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣

平
成
二
〇
年
）
五
八
三
頁
。

（
23
）
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂

平
成
三
一
年
）
五
四
三
頁
。
な
お
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣

平
成
三

〇
年
）
六
三
六
頁
も
同
様
で
あ
る
が
、
中
野
次
雄
「
仮
出
獄
」
小
野
清
一
郎＝

中
野
次
雄＝

植
松
正＝

伊
達
秋
雄
（
編
）『
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書

刑
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣

昭
和
六
一
年
）
一
二
五
頁
は
、「
結
局
再
犯
の
お
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い

る
。さ

ら
に
墨
谷
葵
「
仮
釈
放
」
阿
部
純
二＝

板
倉
宏＝
内
田
文
昭＝

香
川
達
夫＝

川
端
博＝

曾
根
威
彦
（
編
）『
刑
法
基
本
講
座
〈
第
一
巻
〉』（
法

学
書
院

平
成
四
年
）
二
八
四
頁
は
、「
改
悛
の
状
」
と
は
、
規
律
を
守
り
、
善
行
を
保
ち
、
人
に
悔
悟
し
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
し
む
う
る
よ
う

な
情
状
を
指
す
、
と
し
、
再
犯
予
測
は
本
来
的
に
は
判
断
困
難
な
基
準
と
分
析
す
る
。
他
方
、
悔
悟
・
更
生
意
欲
の
よ
う
な
主
観
面
・
内
心
面
は
比

較
的
客
観
的
判
断
が
可
能
だ
と
す
る
。

（
24
）
植
松
正
『
再
訂

刑
法
概
論
Ⅰ

総
論
』（
勁
草
書
房

昭
和
四
九
年
）
四
四
八
頁
。
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義

総
論
』（
弘
文
堂

昭
和
五
〇
年
）

三
七
〇
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂

昭
和
五
二
年
）
四
六
四
頁
も
、
改
悛
の
状＝

改
悛
の
情
と
し
て
い
る
。

（
25
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
〕』（
創
文
社

平
成
二
年
）
五
六
一
頁
。

（
26
）
平
野
龍
一
『
犯
罪
者
処
遇
法
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣

昭
和
三
八
年
）
八
五
頁
。
ま
た
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
平
成
八
年
）
五

一
九
頁
は
、「
改
悛
の
状
」
を
「
行
状
善
良
に
し
て
改
悛
の
情
が
あ
り
、
監
獄
拘
禁
を
免
除
し
て
も
再
び
犯
罪
に
陥
る
恐
れ
が
な
い
と
い
う
見
込
み
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が
つ
く
事
合
」
と
仮
釈
放
と
保
護
観
察
と
を
結
び
付
け
る
要
件
と
捉
え
て
い
る
。
上
記
注
24
の
所
説
は
、
主
観
説
、
こ
こ
に
あ
げ
た
平
野
説
等
は
客

観
説
（
他
に
客
観
説
と
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
城
下
裕
二
『
量
刑
基
準
の
研
究
』（
成
文
堂

平
成
七
年
）
一
九
六
頁
が
あ
る
）
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
折
衷
説
と
い
う
べ
き
な
の
が
、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂

平
成
三
一
年
）
四
六
五
―
四
六
六

頁
で
、「
更
生
の
意
欲
や
犯
罪
に
関
す
る
悔
悟
の
情
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
反
対
に
、
再
犯
の
恐
れ
が
な
く
、
社
会
感
情
も
仮
釈
放
を
是
認
す
る
と
思

わ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
香
川
達
夫
「
仮
釈
放
」
荘
子
邦
雄＝

大
塚
仁＝

平
松
義
郎
（
編
）『
刑
罰
の
理
論
と
現

実
』（
岩
波
書
店

昭
和
四
七
年
）
二
五
一
頁
で
は
、
改
悛
の
状
は
、
再
犯
の
可
能
性
の
有
無
と
は
直
接
的
に
は
関
連
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
27
）
佐
伯
千
仭
『
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）』（
有
斐
閣

昭
和
五
六
年
）
四
四
一
頁
。

（
28
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
川
崎
一
夫
『
体
系
的
量
刑
論
』（
成
文
堂

平
成
三
年
）
二
三
八
頁
で
は
、
刑
事
司
法
は
、
被
告
人
の
有
罪
否
認
を
刑
罰
加

重
的
に
評
価
し
な
い
と
い
う
自
制
心
が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
大
阪
高
判
昭
五
四
・
一
・
一
六
判
タ
三
七
八
・
一
五
。

（
30
）
東
京
地
判
昭
四
四
・
一
一
・
二
八
判
時
五
七
七
・
四
七
、
東
京
地
判
昭
五
四
・
一
一
・
一
二
刑
月
一
一
・
一
一
・
一
三
八
三
。

（
31
）
高
松
高
判
昭
二
五
・
五
・
三
高
刑
判
特
一
〇
・
一
六
〇
。

（
32
）
城
下
・
前
掲
書
（
注
26
）
一
九
二
―
一
九
五
頁
。

（
33
）
徳
島
地
判
昭
四
二
・
三
・
二
四
下
刑
集
九
・
三
・
三
三
二
、
東
京
高
判
昭
四
二
・
三
・
七
下
刑
集
九
・
三
・
一
七
五
。
後
者
で
は
、
犯
行
を
否
認

す
る
だ
け
で
「
こ
と
さ
ら
虚
構
の
事
実
を
構
え
て
不
当
に
そ
の
罪
責
を
免
れ
よ
う
と
す
る
如
き
格
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」、
否
認
を
も
っ

て
た
だ
ち
に
改
悛
の
情
が
な
い
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た
。

（
34
）
城
下
・
前
掲
書
（
注
26
）
一
九
六
頁
。

（
35
）
い
わ
ゆ
る
「
丸
正
事
件
」（
昭
和
三
〇
年
に
静
岡
県
三
島
市
所
在
の
丸
正
運
送
店
で
発
生
し
た
女
性
社
長
殺
害
・
預
金
通
帳
奪
取
と
い
う
強
盗
殺

人
事
件
）
の
被
告
人
李
得
賢
氏
（
在
日
韓
国
人
）
は
、
共
犯
者
の
虚
偽
の
自
白
が
あ
っ
て
、
無
期
懲
役
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
長
期
服
役
後
、
仮
釈
放

が
許
可
さ
れ
た
が
、
懲
役
刑
を
宣
告
執
行
さ
れ
獄
中
で
（
在
日
韓
国
人
へ
の
差
別
に
基
づ
く
）
冤
罪
で
あ
る
と
主
張
し
、
無
実
を
叫
び
犯
行
を
否
認

し
続
け
て
い
た
受
刑
者
が
仮
釈
放
に
な
っ
た
の
は
、
異
例
と
さ
れ
る
（
佐
藤
知
之
・
真
壁
旲
『
冤
罪
の
戦
後
史
』（
図
書
出
版
社
、
昭
和
五
六
年
）

六
五
頁
、
佐
木
隆
三
『
誓
い
て
我
に
告
げ
よ
』（
角
川
書
店

昭
和
五
九
年
）
一
五
一
頁
）。

（
36
）
懲
役
・
禁
錮
等
の
自
由
刑
は
、
受
刑
者
を
拘
束
し
て
そ
の
自
由
を
剥
奪
す
る
、
と
い
う
意
味
で
、
苦
痛
・
害
悪
と
し
て
の
刑
罰
的
性
格
を
有
す
る

わ
け
で
あ
る
（
大
谷
・
前
掲
書
（
注
3
）五
三
三
頁
）。
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（
37
）
内
田
文
昭
『
改
訂
刑
法
Ⅰ
（
総
論
）』（
青
林
書
林

昭
和
六
一
年
）
四
二
頁
。

（
38
）
内
田
・
前
掲
書
（
注
37
）
四
三
―
四
五
頁
。
戦
前
で
は
、
山
岡
萬
之
助
『
刑
法
原
理
〔
訂
正
増
補
九
版
〕』（
日
本
大
学

大
正
八
年
）
三
〇
七
―

三
一
二
頁
。
な
お
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
七
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会

平
成
三
一
年
）
五
―
一
四
頁
に
よ
る
と
、
現
在
は
応
報
刑
論

が
学
会
で
は
圧
倒
的
な
優
位
を
維
持
し
、
国
民
の
間
に
お
い
て
も
倫
理
・
道
徳
を
重
視
す
る
応
報
刑
論
の
支
持
者
が
多
い
よ
う
だ
が
、
矯
正
の
世
界

で
は
、
な
お
「
教
育
刑
」
の
考
え
方
が
生
き
続
け
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
39
）
吉
岡
一
男
『
自
由
刑
論
の
新
展
開
』（
成
文
堂

平
成
九
年
）
七
一
頁
。

（
40
）
森
下
忠
『
犯
罪
者
処
遇
の
問
題
』（
成
文
堂

昭
和
六
三
年
）
八
頁
。

（
41
）
小
泉
八
雲
（
訳

林
田
清
明
）『
停
車
場
に
て
』（
青
空
文
庫
Ｐ
Ｏ
Ｄ

平
成
二
一
年
）。

（
42
）
水
上
勉
『
飢
餓
海
峡
』（
新
潮
社

昭
和
四
四
年
）。

（
43
）
菊
池
寛
『
あ
る
抗
議
書
』（
青
空
文
庫
Ｐ
Ｏ
Ｄ

平
成
二
七
年
）。
本
作
の
初
出
は
「
中
央
公
論
」
一
九
一
九
年
四
月
号
だ
が
、
直
前
の
『
中
央
公

論
』
一
九
一
九
年
一
月
号
に
は
、「
あ
る
―
抗
議
書
」
と
は
正
反
対
の
角
度
か
ら
有
名
な
「
恩
讐
の
彼
方
に
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
内
田
・
前
掲
書
（
注
37
）
一
一
―
一
二
頁
。

（
45
）
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂

昭
和
五
七
年
）
五
四
六
頁
、
加
藤
久
雄
『
犯
罪
者
処
遇
の
理
論
と
実
践
』（
慶
應
通
信

昭
和
五
九
年
）
八

八
頁
に
よ
る
と
、
今
日
の
目
的
刑
論
は
、
応
報
の
た
め
の
応
報
、
非
難
の
た
め
の
非
難
を
加
え
る
の
は
、
国
家
の
任
務
で
は
な
い
と
す
る
点
か
ら
出

発
し
、
刑
罰
の
賦
課
は
、「
犯
罪
防
止
」
に
効
果
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
承
認
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
（
抑

止
刑
論
）。

（
46
）
佐
伯
・
前
掲
書
（
注
27
）
三
九
四
頁
。
大
越
義
久
『
刑
罰
論
序
説
』（
有
斐
閣

平
成
二
〇
年
）
一
二
四
頁
は
、
現
在
の
刑
務
所
が
前
提
と
す
る

受
刑
者
・
刑
務
所
の
モ
デ
ル
は
、「
忍
耐
力
の
な
い
、
自
分
勝
手
で
、
自
堕
落
な
人
間
が
、
犯
罪
を
行
う
の
で
あ
り
、
刑
務
所
は
そ
れ
ら
犯
罪
者
の

精
神
を
鍛
え
直
し
、
二
度
と
犯
罪
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
古
典
的
な
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。

（
47
）
中
山
・
前
掲
書
（
注
45
）
五
四
七
頁
。
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』（
有
斐
閣

昭
和
四
七
年
）
二
二
頁
以
下
。
加
藤
・
前
掲
書
〔
注
45
〕
八
八

頁
に
よ
る
と
、
今
日
で
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
者
の
危
険
性
が
な
く
な
る
ま
で
拘
禁
し
、
あ
る
い
は
、
将
来
、
犯
罪
を
行
う
危
険
性
の
あ
る
も
の
を
予

防
的
に
拘
禁
し
、
そ
れ
ら
の
者
に
徹
底
し
た
教
育
と
改
善
を
施
し
、
そ
の
危
険
性
を
除
去
し
、
も
っ
て
犯
罪
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
特
別
予

防
の
考
え
方
は
克
服
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）
宮
澤
浩
一
「
行
刑
思
想
の
発
展
と
動
揺
」
石
原
一
彦＝

佐
々
木
史
朗＝

西
原
春
夫＝
松
尾
浩
也
（
編
）『
現
代
刑
罰
法
大
系
第
七
巻
』（
日
本
評
論

社

昭
和
五
七
年
）
一
三
頁
以
下
。
柳
本
正
春
『
拘
禁
処
遇
の
理
論
と
実
践
』（
成
文
堂

昭
和
六
二
年
）
二
四
四
頁
以
下
。
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（
49
）
吉
岡
・
前
掲
書
（
注
39
）
三
一
頁
。

（
50
）
大
谷
實
『
新
版
刑
事
政
策
講
義
』（
弘
文
堂

平
成
二
一
年
）
二
七
五
頁
。

（
51
）
墨
谷
・
前
掲
書
（
注
23
）
二
七
八
頁
。
藤
本
哲
也
『
刑
事
政
策
概
論
〔
全
訂
第
二
版
〕』（
青
林
書
林

平
成
一
〇
年
）
一
八
四
―
一
八
五
頁
。

（
52
）
菊
田
幸
一
「
仮
釈
放
」
宮
澤
浩
一＝

西
原
春
夫＝

中
山
研
一＝

藤
木
英
雄
（
編
）『
刑
事
政
策
講
座
第
二
巻

刑
罰
』（
成
文
堂

昭
和
四
七
年
）

二
二
七
頁
。
森
下
忠
『
刑
事
政
策
大
綱
〔
新
版
第
二
版
〕』（
成
文
堂

平
成
八
年
）
二
八
三
頁
。
墨
谷
・
前
掲
書
（
注
23
）
二
七
九
頁
。
瀬
川
晃
『
犯

罪
者
の
社
会
内
処
遇
』（
成
文
堂

平
成
三
年
）
一
四
五
頁
。

（
53
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
八
頁
、
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
三
頁
、
墨
谷
・
前
掲
書
（
注
23
）
二
七
九
頁
。
こ
の
赦
免
状
は
、
四
期
に

わ
か
れ
た
最
後
の
段
階
で
与
え
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
一
期
は
、
刑
罰
地
域
に
収
容
し
、
厳
格
な
労
働
に
服
せ
し
め
、
成
績
が
良
け
れ
ば
第
二
期
の
開
墾
団
に
編
入
し
、
相
当
の
自
由
を

与
え
、
更
に
成
績
が
良
け
れ
ば
、
第
三
期
に
編
入
し
、
こ
こ
で
赦
免
状
を
授
与
し
、
仮
に
自
由
移
民
へ
釈
放
し
、
自
由
労
働
に
つ
か
せ
る
が
、
指
定

地
域
外
に
移
る
こ
と
は
出
来
ず
、
監
獄
に
身
上
通
信
を
す
る
義
務
を
負
い
、
一
定
期
間
経
過
し
た
者
は
、
残
刑
期
間
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
帰
ら
な
い

条
件
の
も
と
に
、
釈
放
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
累
進
性
と
仮
釈
放
の
結
び
つ
き
の
原
型
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
一

八
五
八
年
に
流
刑
制
度
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
（
菊
田
・
前
掲
書
〔
注
52
〕
二
二
八
頁
）。

（
54
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
八
頁
。
マ
コ
ノ
キ
ー
は
受
刑
者
が
無
為
に
時
間
を
過
ご
す
こ
と
は
改
善
に
結
び
つ
か
な
い
と
し
て
、
労
働
刑
を
提

唱
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
並
行
し
て
将
来
の
運
命
を
自
己
で
決
定
す
る
新
し
い
思
想
と
し
て
点
数
制
の
実
施
を
唱
え
、「
パ
ロ
ー
ル
の
父
」
と

よ
ば
れ
る
（
吉
田
敏
雄
『
行
刑
の
理
論
』（
慶
應
通
信

昭
和
六
二
年
）
八
―
三
一
頁
）。

（
55
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
八
頁
、
藤
本
・
前
掲
書
（
注
51
）
二
二
八
頁
。

（
56
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
八
頁
、
吉
岡
一
男
『
刑
事
学
〔
新
版
〕』（
青
林
書
林

平
成
八
年
）
二
九
七
頁
に
よ
る
と
、
わ
が
国
で
は
、
大
正

初
期
か
ら
試
行
さ
れ
た
後
、
昭
和
八
年
に
行
刑
累
進
処
遇
令
が
制
定
さ
れ
て
、
現
行
制
度
と
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

（
57
）
墨
谷
・
前
掲
書
（
注
23
）
二
七
九
頁
、
藤
本
・
前
掲
書
（
注
51
）
一
四
七
頁
、
澤
登
敏
雄＝

所
一
彦＝

星
野
周
弘＝

前
野
育
三
（
編
著
）『
新
・

刑
事
政
策
』（
日
本
評
論
社

平
成
五
年
）
二
七
二
―
二
七
三
頁
。

（
58
）
エ
ル
マ
イ
ラ
制
は
、
不
定
期
刑
（
刑
期
が
定
ま
っ
て
い
な
い
自
由
刑
）
と
仮
釈
放
制
度
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

英
米
に
お
け
る
ほ
ど
仮
釈
放
と
累
進
制
の
結
び
つ
き
は
顕
著
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

（
59
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
三
頁
、
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
九
頁
。
仮
釈
放
を
意
味
す
る
「
パ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
《parole

d‘honneur

》（
釈
放
宣
誓
、
名
誉
の
言
葉
）
に
由
来
す
る
も
の
で
、
受
刑
者
は
仮
釈
放
に
際
し
て
、「
仮
釈
放
期
間
中
、
遵
守
す
る
」
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と
い
う
誓
い
の
言
葉
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
60
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
二
九
頁
、
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
四
頁
。

（
61
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
三
〇
頁
。

（
62
）
澤
登
他
（
編
著
）
・
前
掲
書
（
注
57
）
二
七
三
頁
。

（
63
）
澤
登
他
（
編
著
）
・
前
掲
書
（
注
57
）
二
七
三
頁
。

（
64
）
吉
岡
・
前
掲
書
（
注
56
）
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
。

（
65
）
澤
登
他
（
編
著
）
・
前
掲
書
（
注
57
）
二
七
三
頁
、
吉
岡
・
前
掲
書
（
注
56
）
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
。

（
66
）
安
形
静
男
「
仮
釈
放
制
度
」
土
屋
眞
一
（
編
）『
昭
和
の
刑
事
政
策
』（
立
花
書
房

平
成
三
年
）
一
六
四
―
一
六
五
頁
。

（
67
）
澤
登
他
（
編
著
）
・
前
掲
書
（
注
57
）
二
七
三
頁
。

（
68
）
澤
登
他
（
編
著
）
・
前
掲
書
（
注
57
）
二
七
三
頁
、

（
69
）
大
谷
・
前
掲
書
（
注
50
）
二
七
二
頁
。
保
護
観
察
所
は
、
保
護
観
察
官
と
法
務
事
務
官
が
配
属
さ
れ
、
全
国
五
〇
箇
所
の
地
方
裁
判
所
所
在
地
ご

と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
支
部
三
、
駐
在
官
事
務
所
二
七
が
あ
る
。
保
護
観
察
所
の
所
掌
事
務
は
、
①
保
護
観
察
の
実
施
、
②
犯
罪
予
防
の
た

め
の
、
世
論
の
啓
発
指
導
・
社
会
環
境
の
改
善
・
地
方
の
住
民
活
動
の
助
長
、
③
在
監
（
院
）
者
の
帰
住
地
の
環
境
調
整
、
更
生
緊
急
保
護
の
実
施
、

保
護
司
の
教
育
訓
練
、
恩
赦
の
上
申
等
の
事
務
等
で
あ
る
。

（
70
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
四
―
二
八
五
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
（
注
50
）
二
七
五
頁
。
吉
岡
・
前
掲
書
（
注
56
）
三
〇
六
―
三
〇
七
頁
は
、
善

時
制
的
運
用
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
積
極
的
評
価
を
与
え
、
平
野
・
前
掲
書
（
注
69
）
九
六
頁
は
、
仮
釈
放
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
恩
恵
で
は
な
く
受
刑

者
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
ま
だ
疑
問
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
施
設
内
の
秩
序
維
持
手
段
を
仮
釈
放
の
副
次
的
目
的
と
考
え
る
。
大
谷
・
前
掲
書

（
注
50
）
二
七
五
頁
は
、
仮
釈
放
制
度
の
副
次
的
目
的
と
し
て
刑
務
所
人
口
の
操
作
を
あ
げ
て
い
る
。

（
71
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
五
頁
。

（
72
）
大
谷
・
前
掲
書
（
注
50
）
二
七
五
頁
。

（
73
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
五
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
（
注
50
）
二
七
五
頁
。

（
74
）
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕』（
弘
文
堂

平
成
二
〇
年
）
三
五
頁
に
よ
る
と
、
新
社
会
防
衛
論
は
、
基
本
的
に
近
代
学
派
の
立
場
に
立
ち

つ
つ
、
古
典
学
派
と
の
統
合
を
試
み
る
立
場
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
セ
ル
（M

arc
A
ncel,

（
一
九
〇
二
―
一
九
九
〇
）
に
代
表
さ
れ
る
こ
と

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
吉
川
経
夫
『
三
訂
刑
法
総
論
〔
補
訂
版
〕』（
法
律
文
化
社

平
成
八
年
）
一
八
―
一
九
頁
等
参
照
）。

（
75
）
菊
田
幸
一
『
保
護
観
察
の
理
論
』（
有
信
堂

昭
和
四
四
年
）
一
―
一
二
頁
に
よ
る
と
、
わ
が
国
で
は
、
昭
和
二
八
年
の
刑
法
一
部
改
正
に
よ
り
、
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「
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
改
善
更
生
に
は
、
そ
の
罪
質
並
び
に
性
格
、
環
境
等
に
照
ら
し
て
で
き
る
限
り
、
刑
の
執
行
を
避
け
て
こ
れ
を
保
護
観
察
に

付
し
、
そ
の
成
績
に
応
じ
て
刑
の
執
行
を
考
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
…
」
と
い
う
趣
旨
か
ら
執
行
猶
予
に
保
護
観
察
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
執
行
猶
予
中
の
再
犯
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
単
に
消
極
的
な
猶
予
だ
け
で
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
補
導
援
護
の
た
め
保
護
観
察
が
導
入
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
76
）
岩
井
宜
子
『
刑
事
政
策
〔
第
七
版
〕』（
尚
学
社

平
成
三
〇
年
）
二
一
〇
頁
。

（
77
）
藤
本
・
前
掲
書
（
注
51
）
二
九
五
頁
。

（
78
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
一
〇
頁
。
菊
田
・
前
掲
書
（
注
75
）
四
一
―
四
三
頁
。
吉
田
・
前
掲
書
（
注
54
）
三
一
頁
。

（
79
）
菊
田
・
前
掲
書
（
注
75
）
四
六
頁
。

（
80
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
一
〇
頁
、
藤
本
・
前
掲
書
（
注
51
）
二
九
五
頁
。

（
81
）
瀬
川
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
三
〇
頁
、
三
戸
岡
道
夫
『
金
原
明
善
の
一
生
』（
栄
光
出
版
社

平
成
一
九
年
）
二
六
五
―
二
八
二
頁
。

（
82
）
大
分
県
中
津
市
（
監
修
）
太
神
周
一
朗
（
画
）『
マ
ン
ガ

更
生
保
護
の
創
始
者

川
村
矯
一
郎
』（
梓
書
院

平
成
二
一
年
）
一
六
六
頁
に
よ
れ

ば
、
当
時
の
わ
が
国
の
牢
獄
環
境
の
劣
悪
さ
を
身
を
も
っ
て
知
る
川
村（
国
事
犯
で
入
獄
経
験
数
回
）に
英
国
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド（John

H
ow
ard,

（
一
七
二
六
―
一
七
九
〇
））の
事
績
を
知
ら
し
め
た
の
は
郷
里
中
津
の
先
輩
に
あ
た
る
慶
應
義
塾
の
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
―
一
九
〇
一
）
で
あ
っ

た
（
福
沢
は
四
八
歳
の
時
、
獄
に
あ
っ
た
川
村
を
訪
れ
、
ハ
ワ
ー
ド
の
人
と
事
績
を
要
約
し
た
部
分
を
も
内
容
と
す
る
自
著
『
童
蒙
を
し
え
草
』〔
一

八
七
二
年
〕
を
差
し
入
れ
て
い
る
）。

（
83
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
七
頁
、
法
務
省
保
護
局

更
生
保
護
史
編
集
委
員
会
（
編
）『
更
生
保
護
史
の
人
び
と
』（
平
成
一
一
年
）
に
は
、

六
五
人
に
お
よ
ぶ
更
生
保
護
事
業
の
先
達
者
達
の
生
涯
・
事
績
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
の
宗
教
家
な
い
し
教
誨
師
等
、
宗
教
的
信
仰
を
背
景

と
し
た
人
物
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
僧
侶
で
は
、
河
野
純
孝
（
埼
玉
）、
丘
道
徹
（
山
口
）、
川
本
恵
開
・
達
源

（
佐
賀
）、
藤
井
恵
照
（
香
川
）、
平
原
唯
順
（
広
島
）、
原
田
義
教
（
宮
崎
）、
亘
理
正
信
（
福
島
）。
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で
は
、
寺
永
法
専
（
北
海

道
）、
田
原
法
水
（
沖
縄
）、
乗
杉
教
存
（
富
山
）、
光
弘
祐
言
（
愛
知
・
石
川
）、
武
田
慧
宏
（
滋
賀
）。
曹
洞
宗
僧
侶
で
は
、
棟
方
唯
一
（
青
森
）、

竹
内
道
拙
（
千
葉
）。
臨
済
宗
僧
侶
で
は
芝
亭
龍
雲
（
奈
良
）、
天
台
宗
僧
侶
で
は
清
田
寂
榮
（
岡
山
）。
神
道
家
（
大
成
教
・
神
道
教
導
職
）
で
は
、

池
上
雪
枝
（
大
阪
）。
僧
職
で
は
な
い
が
、
日
蓮
宗
の
信
者
だ
っ
た
の
は
、
実
業
家
の
金
原
明
善
（
静
岡
）
で
あ
る
（
静
岡
県
勧
善
会
百
年
史
編
纂

委
員
会
『
静
岡
県
勧
善
会
百
年
史
』（
平
成
六
年
）
六
八
九
頁
）。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
、
教
誨
師
・
原
胤
昭
（
東
京
）、
典
獄
・
有
馬
四
郎
助
（
神

奈
川
）、
感
化
院
院
長
・
留
岡
幸
助
（
北
海
道
）、
救
世
軍
士
官
・
山
室
軍
平
（
東
京
）、
神
戸
愛
隣
館
理
事
長
・
村
松
浅
四
郎
（
兵
庫
）
ら
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
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（
84
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
七
頁
、
片
岡
・
前
掲
書
（
注
6
）参
照
。
他
の
出
獄
人
保
護
団
体
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
保
護
局

更
生
保
護
史

編
集
委
員
会
（
編
）
前
掲
書
（
注
83
）
参
照
。

（
85
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
七
頁
。
感
化
院
・
感
化
法
制
定
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
熊
野
隆
治＝

柳
政
一＝

波
頭
忠
雄
（
編
）『
池
上
雪
枝

女
史
評
伝
』（
大
阪
朝
日
新
聞
事
業
団

昭
和
一
五
年
）、
二
井
仁
美
『
留
岡
幸
助
と
家
庭
学
校
』（
不
二
出
版

平
成
二
二
年
）
等
参
照
。

（
86
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
七
頁
。
少
年
法
制
定
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
宮
城
長
五
郎
「
楽
屋
噺
少
年
法
実
施
秘
譚
」
保
護
時
報
二
〇
巻
六

号
（
昭
和
一
一
年
）
四
二
―
四
三
頁
、
山
岡
萬
之
助
「
少
年
法
制
定
事
情
を
語
る
」
少
年
保
護
一
巻
四
号
（
昭
和
一
一
年
）
四
―
一
二
頁
等
参
照
。

（
87
）
瀬
川
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
三
二
頁
。

（
88
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
八
頁
、
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
〇
頁
。

（
89
）
岩
井
・
前
掲
書
（
注
76
）
二
〇
八
頁
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣

平
成
三
〇
年
）
六
三
六
頁
で
は
、
更
生
保
護
法

は
、
仮
釈
放
等
の
決
定
を
行
う
機
関
の
組
織
や
権
限
、
そ
の
手
続
、
保
護
観
察
と
そ
れ
に
伴
う
遵
守
事
項
、
更
生
緊
急
保
護
等
を
規
定
し
、
旧
法
に

比
べ
、
保
護
観
察
に
お
け
る
遵
守
事
項
を
よ
り
具
体
化
し
、
社
会
復
帰
の
た
め
の
環
境
調
整
を
充
実
さ
せ
て
い
る
、
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
90
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
六
頁
、
森
下
忠
「
保
護
観
察
」
平
場
安
治＝

平
野
龍
一
（
編
）『
刑
法
改
正
の
研
究
一
』（
東
京
大
学
出
版
会

昭

和
四
七
年
）
三
一
八
―
三
二
三
頁
。

（
91
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
六
頁
、
森
下
・
前
掲
書
（
注
90
）
三
一
八
頁
。

（
92
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
七
頁
。
わ
が
国
で
は
、
少
年
法
二
四
条
一
項
一
号
の
保
護
処
分
を
受
け
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
（
一
号
観
察
）

が
独
立
処
分
と
し
て
の
保
護
観
察
（
更
生
保
護
法
四
八
条
一
号
）
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
る
。

（
93
）
法
務
省
刑
事
局
（
編
）『
法
制
審
議
会

改
正
刑
法
草
案
の
解
説
』（
法
務
省
刑
事
局
昭
和
五
〇
年
）
一
三
八
―
一
四
一
頁
参
照
。
わ
が
国
で
は
、

少
年
法
三
三
条
一
項
二
号
の
少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
（
二
号
観
察
↓
更
生
保
護
法
四
八
条
二
号
）、
刑
事
施
設
か

ら
仮
釈
放
を
許
さ
れ
た
者
（
必
ず
し
も
保
護
観
察
を
す
べ
て
の
仮
釈
放
者
に
付
け
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
言
わ
れ
る
）
に
対
す
る
保

護
観
察
（
三
号
観
察
↓
更
生
保
護
法
四
八
条
三
号
）、
婦
人
補
導
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
（
五
号
観
察
↓
今
日
で
は
、

殆
ど
対
象
者
が
存
在
し
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
）
が
パ
ロ
ー
ル
型
の
保
護
観
察
に
あ
た
る
（
売
春
防
止
法
二
六
条
一
項
）
と
い
わ
れ
る
。

（
94
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
七
―
三
〇
八
頁
。
わ
が
国
で
は
、
刑
法
二
五
条
の
二
第
一
項
の
保
護
観
察
を
受
け
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
（
四

号
観
察
）
に
付
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
（
更
生
保
護
法
四
八
条
四
号
）
が
プ
ロ
べ
ー
シ
ョ
ン
型
の
保
護
観
察
に
あ
た
る
。

（
95
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
八
頁
。
満
期
釈
放
者
、
保
護
観
察
の
な
い
執
行
猶
予
者
等
に
対
し
て
更
生
保
護
法
は
、
更
生
緊
急
保
護
制
度
を
設

け
て
い
る
。
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「
更
生
緊
急
保
護
」
と
は
、
満
期
釈
放
者
等
が
、
刑
事
上
の
手
続
又
は
保
護
処
分
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
、
親
族
か
ら
の
援
助
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
し
く
は
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
そ
の
他
の
機
関
か
ら
医
療
、
宿
泊
、
職
業
そ
の
他
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
援
助
若
し
く
は
保
護
の
み
に
よ
っ
て
は
改
善
更
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
緊
急
に
、
そ
の
者
に

対
し
、
金
品
を
給
与
し
、
又
は
貸
与
し
、
宿
泊
場
所
を
供
与
し
、
宿
泊
場
所
へ
の
帰
住
、
医
療
、
療
養
、
就
職
又
は
教
養
訓
練
を
助
け
、
職
業
を
補

導
し
、
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
を
行
い
、
生
活
環
境
の
改
善
又
は
調
整
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
者
が
進
ん
で
法

律
を
守
る
善
良
な
社
会
の
一
員
と
な
る
こ
と
を
援
護
し
、
そ
の
速
や
か
な
改
善
更
生
を
保
護
す
る
こ
と
を
い
う
。
大
谷
・
前
掲
書
（
注
50
）
二
七
三

頁
に
よ
る
と
、
更
生
保
護
事
業
は
、
従
来
、
緊
急
更
生
保
護
法
に
基
づ
き
、
更
生
保
護
会
が
、
実
施
し
て
き
た
が
、
更
生
保
護
会
の
施
設
が
老
朽
化

し
、
ま
た
、
財
政
面
で
も
窮
状
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
九
九
五
年
五
月
に
新
た
に
更
生
保
護
事
業
法
を
制
定
し
て
、
更
生
保
護
事
業
の
健
全
な
育

成
・
発
展
の
た
め
法
整
備
を
行
い
、
社
会
福
祉
事
業
と
の
均
衡
に
留
意
し
、
も
っ
て
、
被
保
護
者
に
対
す
る
補
導
援
護
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
が
、

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
更
生
保
護
事
業
を
他
の
社
会
福
祉
事
業
と
同
じ
性
質
の
も
の
と
し
て
、
格
上
げ
し
、
国
や
社
会
の
一
層
の
支
援
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
従
来
、「
更
生
緊
急
保
護
法
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
国
の
「
更
生
保
護
」
の
措
置
を
「
更
生
緊
急
保
護
」
と
し
て
、
犯
罪

者
予
防
更
生
法
（
現
行
の
更
生
保
護
法
↓
二
〇
〇
七
年
成
立
）
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
96
）
正
木
亮
『
刑
法
と
刑
事
政
策
』（
有
斐
閣

昭
和
四
三
年
）
一
七
八
頁
は
、「
…
保
護
観
察
は
本
人
に
不
利
益
な
面
が
あ
り
、
長
期
に
わ
た
れ
ば
不

当
な
人
権
侵
害
が
伴
う
…
、
し
か
り
と
す
れ
ば
、
刑
法
典
は
保
護
の
美
名
の
も
と
に
第
二
の
刑
罰
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
私
は
大
反
対
で
あ
る
。

…
私
は
、
…
保
護
観
察
の
性
質
は
仮
釈
放
者
の
利
益
の
た
め
に
も
う
け
ら
れ
る
べ
き
更
生
保
護
そ
の
も
の
と
考
え
る
、」
と
論
じ
て
、
保
護
観
察
を

利
益
処
分
と
解
し
て
い
る
の
で
、
満
期
釈
放
者
を
保
護
観
察
に
付
す
る
第
二
案
に
は
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
務
・
学
説
の

通
説
的
立
場
は
保
護
観
察
を
不
利
益
と
解
し
て
い
る
の
で
、
第
二
案
に
は
、
問
題
が
残
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
井
上
正
治
「
現
代
に
お
け
る
刑
罰

思
想
」
平
野
龍
一
（
編
）『
岩
波
講
座

現
代
法
一
一

現
代
法
と
刑
罰
』（
岩
波
書
店

昭
和
四
〇
年
）
二
一
六
頁
で
は
、「
矯
正
の
た
め
の
施
設

外
処
遇
を
強
調
し
て
も
、
別
に
犯
罪
に
対
す
る
応
報
と
い
う
体
系
を
捨
て
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
お
い
て
は
、
保
護
観
察
制
度
の

積
極
的
な
発
展
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
独
立
処
分
説
を
強
く
支
持
し
て
い
る
が
、
平
野
・
前
掲
書
（
注
26
）
七
頁
以
下
、
菊
田
・
前
掲
書

（
注
75
）
五
頁
以
下
も
独
立
処
分
説
を
主
張
す
る
。

（
97
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
三
〇
八
頁
。

（
98
）
加
藤
・
前
掲
書
（
注
45
）
八
九
頁
。

（
99
）
吉
岡
・
前
掲
書
（
注
39
）
三
一
頁
は
、「
自
ら
悔
い
改
め
て
贖
罪
意
識
を
も
つ
こ
と
は
人
間
の
社
会
生
活
に
お
い
て
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
人
の
私
的
な
領
域
、
個
人
の
内
面
の
問
題
で
あ
る
。
刑
罰
制
度
の
中
で
そ
れ
を
求
め
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
…
」
と
述
べ
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て
い
る
。

（
100
）
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト＝

金
沢
文
雄
『
法
と
道
徳
』
八
三
―
八
五
頁
。
い
わ
ゆ
る
「
謝
罪
広
告
事
件
」（
最
判
昭
三
一
・
七
・
四
民
集
一
〇
・
七
・

七
八
五
）
で
は
、
謝
罪
（
倫
理
的
意
思
表
示
）
を
強
制
す
る
こ
と
は
憲
法
一
九
条
の
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
の
保
障
に
反
す
る
と
争
わ
れ
た
が
、

「
単
に
事
態
の
真
相
を
告
白
し
陳
謝
の
意
を
表
す
る
に
と
ど
ま
る
程
度
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
代
替
執
行
に
よ
っ
て
強
制
し
て
も
合
憲
で
あ
る
、
と

判
示
さ
れ
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂

平
成
二
三
年
）
二
一
七
―
二
一
八
頁
、
芦
部
信
喜
『
憲

法
〔
第
六
版
〕』（
岩
波
書
店

平
成
二
七
年
）
一
五
一
―
一
五
二
頁
等
参
照
）。

（
101
）
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト＝

金
沢
文
雄
・
前
掲
書
（
注
100
）
八
一
―
八
五
頁
。

（
102
）
団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣

平
成
一
九
年
）
三
七
―
三
八
頁
。

（
103
）
中
島
広
樹
『
累
犯
加
重
の
研
究
』（
信
山
社

平
成
一
七
年
）
九
四
頁
。

（
104
）
平
野
龍
一
「
矯
正
保
護
法
」（
有
斐
閣

昭
和
三
八
年
〔
平
成
六
年

法
律
学
全
集
四
四
―
一
復
刊
〕）一
〇
三
頁
は
、
補
導
援
護
の
方
法
と
し
て
、

以
下
の
七
種
類
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
．
教
養
訓
練
の
手
段
を
助
け
る
こ
と
。
二
．
医
療
お
よ
び
保
養
を
受
け
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
。

三
．
宿
所
を
得
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
。
四
．
職
業
を
補
導
し
就
職
を
助
け
る
こ
と
。
五
．
環
境
を
改
善
し
、
調
整
す
る
こ
と
。
六
．
更
生
を
遂
げ

る
た
め
適
切
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
へ
の
帰
住
を
助
け
る
こ
と
。
七
．
そ
の
他
本
人
の
更
生
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
、
で
あ

る
。

（
105
）
注
27
参
照
。

（
106
）
谷
村
允
裕
「
常
習
犯
罪
に
お
け
る
常
習
性
」
小
林
充＝

香
城
敏
麿
（
編
）『
刑
事
事
実
認
定
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社

平
成
四
年
）
四
四
五
―
四
八

八
頁
。

（
107
）
須
々
木
主
一
「
保
護
観
察
」
宮
澤
浩
一＝

西
原
春
夫＝
中
山
研
一＝

藤
木
英
雄
（
編
）『
刑
事
政
策
講
座

第
三
巻
』（
成
文
堂

昭
和
四
七
年
）

二
一
六
―
二
一
七
頁
。

（
108
）
森
下
・
前
掲
書
（
注
52
）
二
八
〇
―
二
八
一
頁
、
瀬
川
・
前
掲
書
（
注
52
）
四
四
三
―
四
四
四
頁
。


